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令和７年２月２８日 

栗東市防災会議【資料２】 

頁 修正前（令和 6年 12 月） 修正後（令和 7年 2月） 修正理由 

表紙

裏面 
略 

（新規） 

  

 

 

 

したがって、市職員は、事前に本編を通読し、本市の災

害への備え、全庁および自らの所属部における災害対応の

全体の流れについて理解するとともに、災害時には、自ら

が所属する班が行うべき災害対応を確認し、別冊の「災害

対応マニュアル編」および「資料編」に従って災害対応を

取り行うものとする。 

略 

さらに、本市では、被災による行政機能の低下や少ない

参集職員、資源を前提として、非常時優先業務を定めた栗

東市業務継続計画および応援職員等を迅速、的確に受入れ

て情報共有や各種調整を行うための体制と受援対象業務

を定めた栗東市災害時受援計画を策定している。 

したがって、市職員は、事前に本編を通読し、本市の災

害への備え、全庁および自らの所属部における災害対応の

全体の流れについて理解するとともに、災害時には、自ら

が所属する班が行うべき災害対応を確認し、別冊の「災害

対応マニュアル編」および「資料編」、「業務継続計画」、「災

害時受援計画」に従って災害対応を取り行うものとする。 

パブリックコメントの意

見により追加 

 第 1章 総則 第 1章 総則  

 第３節 栗東市の概況と災害特性 第３節 栗東市の概況と災害特性  

 第３ 市の風水害特性 第３ 市の風水害特性  

10 ３ 風水害の被害想定 

 略 

（新規） 

 

 

 

 

 

 

３ 風水害の被害想定 

 略 

なお、内水については、水防法の規定に基づき、市が想

定最大規模降雨により公共下水道等の排水施設の排水能

力を上回り公共下水道等の排水施設に雨水を排除できな

くなった場合又は放流先の河川の上昇等に伴い公共下水

道等の排水施設から河川等に雨水を排除できなくなった

場合に浸水が想定される区域（雨水出水浸水想定区域）を

指定・公表している。 

上下水道課の意見により

追加 
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頁 修正前（令和 6年 12 月） 修正後（令和 7年 2月） 修正理由 

 略 略 

 第 2 章 災害予防計画 第 2章 災害予防計画  

 第１節 地域の防災力を高めるための対策 第１節 地域の防災力を高めるための対策  

 第３ 自主防災組織の整備 第３ 自主防災組織の整備  

26 ３ 活動に対する支援 

自主防災組織の防災資機材の整備に対し、消防施設等整

備事業補助事業などにより支援を行う。 

略 

３ 活動に対する支援 

自主防災組織の防災資機材の整備に対し、補助事業など

により支援を行う。 

略 

パブリックコメントの意

見により修正 

 第２節 行政の災害対応能力を高めるための対策 第２節 行政の災害対応能力を高めるための対策  

 第２ 防災施設等の整備 第２ 防災施設等の整備  

36 担当部 危機管理局、健康福祉部、環境経済部、建設部 

主な連携先 略 
 

担当部 危機管理局、市長公室、健康福祉部、環境経済部、

建設部 

主な連携先 略 
 

健康運動公園整備事業推

進課の意見により修正 

36 １ 消防防災施設の整備 

 略 

 なお、栗東市では「栗東市消防施設等整備事業補助金交

付要綱」等に基づいて、自治会が消防および防災の用に供

する施設等を購入または設置しようとする経費に対し、補

助金を交付している。 

１ 消防防災施設の整備 

 略 

 なお、栗東市では、自治会が消防および防災の用に供

する施設等を購入または設置しようとする経費に対し、

補助金を交付している。 

パブリックコメントの意

見により修正 

38 ４ 防災空間の整備 

略 

市では、地震災害時に復旧・復興拠点や復旧のための生

活物資等の中継基地の機能を持たせた栗東健康運動公園

を整備する。 

４ 防災空間の整備 

略 

市では、地震災害時に復旧・復興拠点や復旧のための生

活物資等の中継基地の機能を持たせた栗東健康運動公園

および草津川跡地（区間６）を整備する。 

 

 

庁内会議の意見を反映 
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頁 修正前（令和 6年 12 月） 修正後（令和 7年 2月） 修正理由 

38 ５ 災害廃棄物処理施設の整備 

 災害発生後に被災家屋等から排出されるごみ等を速や

かに搬出し処理するために、平常業務と並行して、環境省

の災害廃棄物対策指針にしたがい、栗東市災害廃棄物処理

計画等を修正し、廃棄物処理業務の万全を期す。 

５ 災害廃棄物等の処理体制の整備 

 災害発生後に被災家屋等から排出されるごみ等を速や

かに搬出し処理するために、平常業務と並行して、環境省

の災害廃棄物対策指針にしたがい、栗東市災害廃棄物処理

計画等を見直し、廃棄物処理業務の万全を期す。 

環境施設整備課の意見に

より修正 

 第６ 物資の確保と緊急輸送体制の整備 第６ 物資の確保と緊急輸送体制の整備  

 ２ 緊急輸送体制の整備 ２ 緊急輸送体制の整備  

44 （６）道の駅の活用 

災害時において、地域住民や道路利用者、外国人観光客

も含め、安全・安心な場を提供し、消防、警察、自衛隊を

はじめとした応援部隊の進出拠点や活動拠点、支援物資の

輸送拠点などの拠点として活用できるよう、広域的な防災

拠点としての利用を見込む道の駅について、防災機能を高

めるための整備を行う。 

（６）道の駅の活用 

災害時において、地域住民や道路利用者、外国人観光客

も含め、安全・安心な場を提供し、消防、警察、自衛隊を

はじめとした応援部隊の進出拠点や活動拠点、支援物資の

輸送拠点などの拠点として活用できるよう施設管理者と

調整を行う。 

庁内会議の意見を反映 

 第３節  自然災害に対応するために必要な対策 第３節  自然災害に対応するために必要な対策  

 第１ 風水害予防対策 第１ 風水害予防対策  

45 １ 河川・水路・ため池の改修・整備・管理 

略 

１ 河川・水路・ため池および下水道の改修・整備・管理 

略 

滋賀県の意見により修正 

45 ２ 道路施設の補修等 

アンダーパス部等の道路の冠水を防止するため、排水施

設及び排水設備の補修等を推進する。また、渡河部の道路

橋や河川に隣接する道路の流失により、被災地の孤立が長

期化しないよう、洗掘防止や橋梁の架け替え等の対策を推

進する 

２ 道路施設の補修等 

アンダーパス部等の道路の冠水を防止するため、排水施

設の整備や補修等を推進するとともに、冠水時には通行止

め措置などを迅速に行い、人や車両等の侵入防止に努め

る。 

また、渡河部の道路橋や河川に隣接する道路の流失によ

滋賀県の意見により修正 
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頁 修正前（令和 6年 12 月） 修正後（令和 7年 2月） 修正理由 

 り、被災地の孤立や通行障害が長期化しないよう、洗掘防

止等の対策を推進する。 

 第２ 土砂災害予防対策 第２ 土砂災害予防対策  

47 ４ 盛土等の災害の防止対策 

市は、宅地造成および特定盛土等規制法に基づく管内の

既存盛土等に関する調査等を実施し、必要に応じ、把握し

た盛土等について安全性把握のための詳細調査や経過観

察等を行う。危険が確認された盛土等については、宅地造

成および特定盛土等規制法などの各法令に基づき、速やか

に監督処分や撤去命令等の行政処分等の盛土等に伴う災

害を防止するために必要な措置を行う。 

４ 盛土等の災害の防止対策 

違法もしくは危険が予想される盛土等を発見した場合

については、宅地造成および特定盛土等規制法の許可権者

である滋賀県に情報提供を行い、必要な措置をとるよう求

めていく。 

住宅課の意見により修正 

 第３ 地震災害予防対策 第３ 地震災害予防対策  

48 ４ 帰宅困難者対策 

県および関係機関等と連携して、交通情報の収集や提

供、水や食料の確保、従業員等の保護、一時滞留施設の確

保等、帰宅困難者に必要な対策の体制整備に努める。 

４ 帰宅困難者対策 

県および関係機関等と連携して、交通情報の収集や提

供、水や食料の確保、従業員等の保護、一時滞在施設の確

保等、帰宅困難者に必要な対策の体制整備に努める。 

滋賀県の意見により修正 

 第４節  事故災害に対応するために必要な対策 第４節  事故災害に対応するために必要な対策  

 第１ ライフライン施設等の災害予防対策 第１ ライフライン施設等の災害予防対策  

 ６ 下水道施設災害予防対策 ６ 下水道施設災害予防対策  

53 （２）施設の耐震化の推進 

 略 

特に、防災拠点および避難所並びに高齢者・障がい者等

災害時避難行動要支援者関連施設と終末処理場とを接続

する管渠の耐震化事業を推進し、緊急輸送路等の災害時に

（２）施設の耐震化の推進 

 略 

特に、防災拠点および避難所並びに高齢者・障がい者等災

害時避難行動要支援者関連施設と流域下水道の幹線管渠

とを接続する管渠の耐震化事業を推進し、緊急輸送路等の

滋賀県の意見により修正 
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頁 修正前（令和 6年 12 月） 修正後（令和 7年 2月） 修正理由 

重要となる幹線道路等に埋設した下水道管渠について、必

要な耐震機能を確保する。 

災害時に重要となる幹線道路等に埋設した下水道管渠に

ついて、必要な耐震機能を確保する。 

 第３章 災害応急対策計画 第３章 災害応急対策計画  

 第３節 生命を守るための対策 第３節 生命を守るための対策  

 第４ 医療・救護活動 第４ 医療・救護活動  

106 略 

また、大災害が発生した場合には広域的あるいは局地的

に多くの被災者が発生することが想定されるため、県災害

医療地方本部※と連携し災害派遣医療チーム（DMAT）および

こころのケアチーム（DPAT）、医療救護班、助産救護班の派

遣を要請する。 

※草津保健所が設置する保健医療福祉調整南部地方本

部 

略 

また、大災害が発生した場合には広域的あるいは局地的

に多くの被災者が発生することが想定されるため、県保健

医療福祉調整地方本部※と連携し災害派遣医療チーム

（DMAT）およびこころのケアチーム（DPAT）、医療救護班、

助産救護班の派遣を要請する。 

※草津保健所が設置する保健医療福祉調整南部地方本

部 

滋賀県の意見により修正 

 １ 医療救護体制の確立 １ 医療救護体制の確立  

107 （２）医療機関の被災状況の把握 

医療対策班は、災害医療実施本部長の指示のもと、草津

栗東医師会に対し医療機関の被災状況の把握を行い、県災

害医療地方本部に報告するとともに、県内病院等の被災状

況、派遣の応需状況の把握を行い災害対策本部長に報告す

る。 

（２）医療機関の被災状況の把握 

医療対策班は、災害医療実施本部長の指示のもと、草津

栗東医師会に対し医療機関の被災状況の把握を行い、県保

健医療福祉調整地方本部に報告するとともに、県内病院等

の被災状況、派遣の応需状況の把握を行い災害対策本部長

に報告する。 

滋賀県の意見により修正 

107 （４）医療に関する情報の集約 

医療対策班は、本部に収集される救護所や災害現場から

の医療に関する情報を集約し、災害医療実施本部長の指示

のもと県災害医療地方本部に報告する。 

（４）医療に関する情報の集約 

医療対策班は、本部に収集される救護所や災害現場から

の医療に関する情報を集約し、災害医療実施本部長の指示

のもと県保健医療福祉調整地方本部に報告する。 

滋賀県の意見により修正 
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頁 修正前（令和 6年 12 月） 修正後（令和 7年 2月） 修正理由 

107 （５）災害派遣医療チーム（DMAT）および救護班の派遣 

 広域的あるいは局地的に多くの被災者が発生すること

が想定される場合には、災害医療実施本部長は県災害医療

地方本部に対し、災害派遣医療チーム（DMAT）および救護

班の派遣を要請する。 

（５）災害派遣医療チーム（DMAT）および救護班の派遣 

広域的あるいは局地的に多くの被災者が発生すること

が想定される場合には、災害医療実施本部長は県保健医療

福祉調整地方本部に対し、災害派遣医療チーム（DMAT）お

よび救護班の派遣を要請する。 

滋賀県の意見により修正 

108 （５）災害派遣医療チーム（DMAT）および救護班の派遣 

 

図 災害時の医療に係る情報伝達と指揮調整 

（５）災害派遣医療チーム（DMAT）および救護班の派遣 

 

図 災害時の医療に係る情報伝達と指揮調整 

滋賀県の意見により修正 

109 ３ 医療救護活動 

市は、草津栗東医師会および県災害医療地方本部と活動

等に関する連絡調整を行う。 

３ 医療救護活動 

市は、草津栗東医師会および県保健医療福祉調整地方本

部と活動等に関する連絡調整を行う。 

滋賀県の意見により修正 

109 ４ 医薬品等の調達 

災害時の医療用医薬品等の供給は、びわこ薬剤師会に依

４ 医薬品等の調達 

災害時の医療用医薬品等の供給は、びわこ薬剤師会に依

滋賀県の意見により修正 



■栗東市地域防災計画新旧対照表 
【本編】 

 
7 

頁 修正前（令和 6年 12 月） 修正後（令和 7年 2月） 修正理由 

頼するが、確保が不可能または困難な場合は、県災害医療

地方本部に報告し、援助を要請する。 

頼するが、確保が不可能または困難な場合は、県保健医療

福祉調整地方本部に報告し、援助を要請する。 

 第５ 危険物等の二次災害防止活動 第５ 危険物等の二次災害防止活動  

111 ４ 毒物劇物、危険物等流出応急対策 

略 

（１）拡散を防止するためのオイルフェンス、吸着マット、

木材等の応急資材の展張 

略 

４ 毒物劇物・危険物等流出応急対策 

 略 

（１）拡散を防止するためのオイルフェンス、吸着マット

等の応急資材の展張 

略 

環境政策課の意見により

修正 

112 ６ 特定動物による危害防止対策 

災害により人間に危害を及ぼすおそれのある特定動物

（サル・ワニ等）の逸走が市内において確認された場合、

県（生活衛生課および動物保護管理センター）に連絡する

とともに、県および関係団体と連携し、特定動物による住

民への危害防止、適切な避難誘導および特定動物の迅速な

捕獲等、必要な措置を講じる。 

６ 特定動物による危害防止対策 

災害により人間に危害を及ぼすおそれのある特定動物

の逸走が市内において確認された場合、県（生活衛生課お

よび動物保護管理センター）に連絡するとともに、県およ

び関係団体と連携し、特定動物による住民への危害防止、

適切な避難誘導および特定動物の迅速な捕獲等、必要な措

置を講じる。 

環境政策課の意見により

修正 

 第４節 生活を守るための対策 第４節 生活を守るための対策  

 第２ 飲料水・食料・生活必需品等の供給 第２ 飲料水・食料・生活必需品等の供給  

126 担当部 略 

主な連携先 国、県、日本赤十字社、市社会福祉協議会、公益

社団法人日本下水道協会、滋賀県石油商業組合、

栗東市商工会、レーク滋賀農業協同組合、災害時

応援協定締結企業 
 

担当部 略 

主な連携先 国、県、日本赤十字社、市社会福祉協議会、公益

社団法人日本水道協会、滋賀県石油商業組合、栗

東市商工会、レーク滋賀農業協同組合、災害時応

援協定締結企業 
 

滋賀県の意見により修正 

127 １ 給水計画 

 略 

１ 給水計画 

 略 

滋賀県の意見により修正 
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頁 修正前（令和 6年 12 月） 修正後（令和 7年 2月） 修正理由 

また、必要量の飲料水等を確保できない場合は、公益社

団法人日本下水道協会、県、災害時相互応援協定市等に応

援を要請する。 

また、必要量の飲料水等を確保できない場合は、公益社

団法人日本水道協会、県、災害時相互応援協定市等に応援

を要請する。 

 第５ 防疫、保健衛生 第５ 防疫、保健衛生  

 １ 保健活動 １ 保健活動  

133 （１）保健活動の実施 

災害発生時における保健活動等は、県災害医療地方本部

に協力を要請して、以下のとおり実施する。 

略 

（１）保健活動の実施 

災害時における保健活動等は、県保健医療福祉調整地方

本部に協力を要請して、以下のとおり実施する。 

略 

 

滋賀県の意見により修正 

 第６ ライフラインの応急復旧 第６ ライフラインの応急復旧  

 ６ 下水道施設応急対策 ６ 下水道施設応急対策  

136 市は、災害が発生したときは、滋賀県流域下水道災害等

対策要綱、業務継続計画等従い、関係機関との連絡調整を

図りつつ、施設の被害状況を迅速かつ的確に把握し、速や

かに復旧作業を実施する。 

市は、災害が発生したときは、滋賀県流域下水道災害等対

策要綱、栗東市上下水道業務継続計画等従い、関係機関と

の連絡調整を図りつつ、施設の被害状況を迅速かつ的確に

把握し、速やかに復旧作業を実施する。 

 

滋賀県の意見により修正 

 第５節 復旧への足がかり 第５節 復旧への足がかり  

 第１ 住宅対策 第１ 住宅対策  

 １ 応急仮設住宅の設置・供与 １ 応急仮設住宅の設置・供与  

138 （３）応急仮設住宅の設置 

 略 

１）住宅の一時提供および賃貸型応急住宅の供与 

（３）応急仮設住宅の設置 

 略 

１）公営住宅の一時提供および賃貸型応急住宅の供与 

滋賀県の意見により修正 

 ２ 被災住宅の応急修理 ２ 被災住宅の応急修理  

139 （１）対象者 

災害のため住家が半壊、半焼もしくはこれらに準ずる程

（１）住宅の被害の拡大を防止するための緊急の修理 

ア 対象者 

滋賀県の意見により修正 
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頁 修正前（令和 6年 12 月） 修正後（令和 7年 2月） 修正理由 

度の損傷を受け、自らの資力では応急修理をすることがで

きない者または大規模な補修を行わなければ居住するこ

とが困難である程度に住家が半壊した者。 

（２）応急修理 

災害救助法が適用された場合は、県が、被災した住宅の

日常生活に必要最小限度の部分に対し、応急修理を実施す

るが、市へ委託された場合は、市がこれを行う。 

市は、被災家屋の居室、炊事場、便所等日常生活に必要

最小限度の部分に対し、応急修理を実施し、居住の安定を

図る。 

（３）費用の限度、期間等 

費用の限度、期間等については、資料編資料集に掲げる

「災害救助法による救助の程度、方法および期間ならびに

実費弁償の基準」（平成 25 年 10 月１日付内閣府告示第 228

号）第７条による。 

災害のため住家が半壊、半焼もしくはこれらに準ずる程

度の損傷を受け、雨水の浸入等を放置すれば住家の被害が

拡大するおそれがある者。 

イ 応急修理 

災害救助法が適用された場合は、県が、住宅の被害の拡

大を防止するための緊急の修理を実施するが、市へ委託さ

れた場合は、市がこれを行う。 

市は、住家の被害の拡大を防止するための屋根、外壁、

建具(玄関、窓やサッシ等)等の必要な部分に対し、ブルー

シート、ロープ、土のう等を用いて緊急の修理を実施し、

居住の安定を図る。 

ウ 費用の限度、期間等 

費用の限度、期間等については、「災害救助法による救助

の程度、方法および期間ならびに実費弁償の基準」（平成 25

年 10 月１日付内閣府告示第 228 号）第７条第 1号による。 

（２）日常生活に必要な最小限度の部分の修理 

ア 対象者 

災害のため住家が半壊、半焼もしくはこれらに準ずる程

度の損傷を受け、自らの資力では応急修理をすることがで

きない者または大規模な補修を行わなければ居住するこ

とが困難である程度に住家が半壊した者。 

イ 応急修理 

災害救助法が適用された場合は、県が、被災した住宅の

日常生活に必要最小限度の部分に対し、応急修理を実施す



■栗東市地域防災計画新旧対照表 
【本編】 

 
10 

頁 修正前（令和 6年 12 月） 修正後（令和 7年 2月） 修正理由 

るが、市へ委託された場合は、市がこれを行う。 

市は、被災家屋の居室、炊事場、便所等日常生活に必要

最小限度の部分に対し、応急修理を実施し、居住の安定を

図る。 

ウ 費用の限度、期間等 

費用の限度、期間等については、「災害救助法による救助

の程度、方法および期間ならびに実費弁償の基準」（平成 25

年 10 月１日付内閣府告示第 228 号）第７条第２号による。 

 第４章 災害復旧計画 第４章 災害復旧計画  

 第３節 公共施設の災害復旧 第３節 公共施設の災害復旧  

 第１ 災害復旧事業に係る査定 第１ 災害復旧事業に係る査定  

157  略 

■公共施設の災害復旧事業の種類 

事業・内容 根拠法令等 関係省庁 

略 
略 略 略 

略 
略 略 略 

文教施設等災害復旧事業 公立学校施設
災害復旧費国
庫負担法 

文部科学省 ①公立学校施設災害復旧事業  

②その他（文化財等） 

略 
略 略 略 

略 
略 略 略 

 

 略 

■公共施設の災害復旧事業の種類 

事業・内容 根拠法令等 関係省庁 

略 
略 略 略 

略 
略 略 略 

文教施設等災害復旧事業 公立学校施設

災害復旧費国
庫負担法 

文化財保護法 

文部科学省 

文化庁 
①公立学校施設災害復旧事業  

②その他（文化財等） 

略 
略 略 略 

略 
略 略 略 

 

スポーツ・文化振興課の

意見により修正 



■栗東市地域防災計画新旧対照表 
【災害対応マニュアル編】 

 
11 

頁 修正前（令和 6年 12 月） 修正後（令和 7年 2月） 修正理由 

巻

頭 

 

 

業務継続計画と

の整合 

１ 対策本部 

班名等 所属名 分掌事務 

本部長 市長 1.市災害対策本部の設置・廃止の決定 
2.避難情報の発令 
3.警戒区域の設定 
4.指定地方行政機関の職員の派遣要請 
5.指定行政機関または指定地方行政機関

の職員の派遣のあっせん要請 
6.他市町長への応援要請 
7.県知事に対しての応援要請 
8.自衛隊の災害派遣要請 
9.警察署長との連絡調整 
10.救助隊の招集および出動命令 

副本部長 副市長 
教育長 

○本部長を補佐し、副市長と教育長が副本
部長となる。 

副本部長は、それぞれ分担すべき分野を決
め、部から情報を収集・分析するほか、本
部長の指示を各部に伝達する。 

統括管理 危機管理局長 〇災害対応に関する各部長の統括・調整 

本部員 議会事務局長 
市長公室長 
政策推進部長 
総務部長 
市民部長 
健康福祉部長 
環境経済部長 
建設部長 
建設部技監 
こども家庭局長 
教育部長 
中消防署長 
消防団長 

○各部の災害対策応急活動を総括する責
任者であり、部（局）長が本部員となる。 
本部員は、各班長に業務を指示し、その遂
行にあたらせる。 

事務局長 危機管理課長 ○災害対策本部設置から廃止までの間、庁
内各班及び関係機関との連絡調整を行う。 

事務局 
 

事務局班 
（危機管理課職員） 

○災害対策本部会議室の準備 
○通信手段の確保 

総務班 
（部局内課長補佐級職員） 

○災害対策本部設置から廃止までの間、総
務班として庁内各班及び関係機関との連絡
調整を行う。 
 
○参集職員の宿泊場所および食料品の確
保 
○各部局の災害対策情報の整理 
○各部局への伝達 
〇自主避難所運営の補助 

情報班 〇電話対応 
〇会議の議事録の作成 
〇システム入力 

〇ホワイトボード等による情報の整理 
〇パソコン入力 
〇連絡調整（災害対策支部、防災関係機関

との情報交換および情報収集） 

対策支部 各学区対策支部 支部長 
○対策支部の責任者 
○対策支部の鍵の管理 
支部員 
○自治会からの情報収集 
○被災者の対応 
○情報の整理および伝達 
〇自主避難所運営 

 

１ 対策本部 

班名等 所属名 分掌事務 

本部長 市長 1.市災害対策本部の設置・廃止の決定 
2.避難情報の発令 
3.警戒区域の設定 

4.指定地方行政機関の職員の派遣要請 
5.指定行政機関または指定地方行政機関の
職員の派遣のあっせん要請 

6.他市町長への応援要請 
7.県知事に対しての応援要請 
8.自衛隊の災害派遣要請 
9.警察署長との連絡調整 
10.救助隊の招集および出動命令 

副本部長 副市長 
教育長 

○本部長を補佐し、副市長と教育長が副本
部長となる。 
副本部長は、それぞれ分担すべき分野を決

め、部から情報を収集・分析するほか、本
部長の指示を各部に伝達する。 

統括管理 危機管理局長 〇災害対応に関する各部長の統括・調整 

本部員 議会事務局長 
市長公室長 
政策推進部長 
総務部長 
市民部長 
健康福祉部長 
環境経済部長 
建設部長 

建設部技監 
こども家庭局長 
教育部長 

中消防署長 
消防団長 

○各部の災害対策応急活動を総括する責任
者であり、部（局）長が本部員となる。 
本部員は、各班長に業務を指示し、その遂
行にあたらせる。 

事務局長 危機管理課長 ○災害対策本部設置から廃止までの間、庁

内各班及び関係機関との連絡調整を行う。 

事務局 
 

事務局班 
（危機管理課職員） 

○災害対策本部会議室の準備 
○通信手段の確保 

総務班 
（部局内課長補佐級職員） 

○災害対策本部設置から廃止までの間、総
務班として庁内各班及び関係機関との連絡
調整を行う。 
○各部局への伝達 
○参集職員の宿泊場所および食料品の確保 
○各部局の災害対策情報の整理 

情報班 〇災害対策支部、防災関係機関との情報交
換および情報収集 
〇情報の整理及び伝達 

対策支部 各学区対策支部 支部長 
○対策支部の責任者 
○対策支部の鍵の管理 
支部員 
○自治会からの情報収集 
○被災者の対応 
○情報の整理および伝達 
○備蓄食糧及び物資の調達および配布 
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２ 各部 

部 班 任務分担 

議会事務局 
（議会事務局長） 

議会班 
（議事課長） 

1.災害に伴う議会運営に関すること 
2.災害に伴う議員の行事に関すること 

危機管理局 
（危機管理局長） 
 

危機管理班 
（危機管理課長） 
 

1.栗東市防災会議に関すること 
2.災害対策本部事務局の連絡調整に関す

ること 
3.自衛隊の災害派遣要請に関すること 
4.防災配備の連絡調整に関すること 
5.栗東市消防団との連絡調整に関するこ

と 

市長公室 
（市長公室長） 

秘書広聴班 
（秘書広聴課長） 
健康運動公園整備事業推進班 
（健康運動公園整備事業推進課長） 
企業立地推進班 
（企業立地推進課長） 

1.関係機関への陳情要請に関すること 
2.災害対策県本部、地方本部等への連絡に

関すること 
3.視察見舞のための来庁者への接遇に関す

ること 
4.健康運動公園施設の災害対策及び実施

に関すること 

政策推進部 
（政策推進部長） 

広報班 
（広報課長） 
政策調整班 
（政策調整課長） 
地方創生企画班 
（地方創生企画課長） 

1.災害関係の広報活動に関すること 
2.報道機関との連絡に関すること 
3.市ホームページ等による情報発信に関す

ること 

情報政策班 
（情報政策課長） 

1.住民基本データベースの保守に関するこ
と 

2.情報システム、情報機器の運用管理に関
すること 

総務部 
（総務部長） 
 
会計課 
監査委員事務局 

総務班 
（総務課長） 
人事班 
（人事課長） 

1.職員の動員、派遣に関すること 
2.災害関係文書の受付配付および発送に

関すること 
3.災害に伴う罹災地区の行政指導に関す

ること 
4.職員の給与及び給食に関すること 

財政班 
（財政課長） 

1.災害関係予算に関すること 
2.市有財産の災害対策に関すること 
3.庁舎施設の使用管理ならびに災害対策

に関すること 
4.災害時の車両等の確保および配車に関

すること 

会計班 
（会計課長） 
監査委員事務局班 
（監査委員事務局長） 

1.寄付金の受理に関すること 
2.災害関係経費の支出に関すること 
3.庁用資材備品等の用度調達に関するこ

と 

 

２ 各部 
部 班 任務分担 

議会事務局 
（議会事務局長） 

議会班 
（議事課長） 

1.災害に伴う議会運営（正副議長との調整、
議場の管理、取締り）に関すること 

2.災害に伴う議員の行事に関すること 
3.議会災害対応連絡会議の設置に関するこ
と 

4.議会事務局への来客の避難誘導、被災者
の救出・支援に関すること 

5.職員及び議員の安否確認に関すること 
6.議会事務局の被災状況の確認と執務場所
の確保に関すること 

7.議会事務局の電話・パソコンなどの情報
端末機器の稼働の確認に関すること 

8.電気・水道などのインフラの確認に関す
ること 

9.議場・委員会室などの建物の被災状況の
確認と会議場所の確保に関すること 

10.議場・委員会室の放送設備の確認に関す
ること 

11.市の災害対策本部等との連絡体制の確
保に関すること 

12.災害関係情報の収集・整理、議員への発
信に関すること 

危機管理局 
（危機管理局長） 

危機管理班 
（危機管理課長） 

1.災害対策本部事務局の連絡調整に関する
こと 

2.防災配備の連絡調整に関すること 
3.栗東市消防団との連絡調整に関すること 
4.自衛隊の災害派遣要請に関すること 
5.関係機関への要請（人員・物資関係）県・
他市・他団体に関すること 

6.関係機関への依頼・要請（建設工業会等
各協定業者へ）に関すること 

市長公室 
（市長公室長） 

秘書広聴班 
（秘書広聴課長） 

1.視察見舞のための来庁者への応対に関す
ること 

健康運動公園整備事業推進班 
（健康運動公園整備事業推進課長） 

1.災害対策県本部、地方本部等への連絡に
関すること 

2.関係機関への対策に関すること 
3.視察見舞のための来庁者への接遇に関す
ること 

4.健康運動公園施設の被害調査およびその
対策に関すること 

企業立地推進班 
（企業立地推進課長） 

1.他班実施事項の応援に関すること 

政策推進部 
（政策推進部長） 

広報班 
（広報課長） 

1.災害関係の広報活動に関すること 
2.報道機関との連絡調整に関すること 
3.市ホームページ・ＳＮＳ等による情報発
信に関すること 

政策調整班 
（政策調整課長） 

1.指定管理者制度（※災害対応）に関する
こと 

地方創生企画班 
（地方創生企画課長） 

1.災害関係の広報活動に関すること 
2.報道機関との連絡に関すること 
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頁 修正前（令和 6年 12 月） 修正後（令和 7年 2月） 修正理由 

 

 

 

  
市民部 
（市民部長） 

自治振興班 
（自治振興課長） 

1.ボランティア関係団体との連絡調整に関
すること 

2.ボランティアの受入れに関すること 

3.備蓄食糧及び物資の調達及び配布に関
すること 

4.対策支部に関すること 

5.管轄する市立建築物の災害予防に関す
ること 

6.管轄する市立建築物の被害調査に関す
ること 

税務班 
（税務課長） 

1.家屋等の被害状況調査に関すること 
2.災害に伴う市税減免等の対策に関する

こと 

人権擁護班 
（人権擁護課長） 
ひだまりの家班 
（ひだまりの家所長） 

1.ひだまりの家施設の災害対策及び実施
に関すること 

総合窓口班 
（総合窓口課長） 

1.転出入の取扱いに関すること 
2.死体の埋火葬に関すること 
3.安否情報の収集・提供、被災者台帳の作

成及び罹災証明の発行に関すること 
4.被災者からの問い合わせ、相談、要望に

関すること 

健康福祉部 
（健康福祉部長） 
 

社会福祉班 
（社会福祉課長） 
障がい福祉班 
（障がい福祉課長） 
長寿福祉班 

（長寿福祉課長） 
保険年金班 
（保険年金課長） 
健康増進班 
（健康増進課長） 

1.福祉施設の災害対策および応急措置に
関すること 

2.避難所に関すること 
3.死体の収容および埋火葬に関すること 
4.被災者に対する生活保護に関すること 

5.被災者に対する各種給付金の支払に関
すること 

6.災害時避難行動要支援者の災害対策に
関すること 

7.日本赤十字社その他福祉関係団体との
連絡調整に関すること 

8.管轄する市立建築物の災害予防に関す
ること 

9.管轄する市立建築物の被害調査に関す
ること 

10.救助物資の配分計画および配分実施
に関すること 

11.被災者に対する応急措置に関する計
画および実施に関すること 

12.災害防疫対策の計画および実施に関
すること 

13.医療施設の災害対策に関すること 
14.医療助産に関すること 
15.保健所との連絡に関すること 
16.災害時における公衆衛生指導に関す

ること 

 

 
 情報政策班 

（情報政策課長） 
1.住民基本データベースの保守に関するこ
と 
2.個人番号利用事務（基幹）系情報システ
ムの運用管理及び調整に関すること 

3.庁内ネットワーク、地域イントラネット
の運用管理に関すること 

4.ＬＧＷＡＮとの接続及び運用管理に関す
ること 

5.ＬＧＷＡＮ接続系・インターネット接続
系情報システムの運用管理及び調整に関
すること 

6.ＬＧＷＡＮ接続系・インターネット接続
系システムの電算処理及び連絡調整に関
すること 

7.個人番号利用事務（基幹）系情報システ
ムの端末・プリンタ等の管理に関するこ
と 

8.ＬＧＷＡＮ接続系・インターネット接続
系情報システムの端末・プリンタ等の管
理に関すること 

9.情報セキュリティに関すること 
総務部 
（総務部長） 
会計課 
監査委員事務局 

総務班 
（総務課長） 

1.他班実施事項の応援に関すること 

人事班 
（人事課長） 

1.職員の動員、派遣に関すること 
2.災害関係文書の受付配付および発送に関
すること 

3.職員の給食に関すること 
4.災害に伴うり災地区の行政指導に関する
こと 

財政班 
（財政課長） 

1.災害時の車両等の確保および配車に関す
ること 
2.庁舎施設の使用管理ならびに災害対策に
関すること 

3.市有財産の災害対策に関すること 
4.災害関係予算に関すること 
5.入札及び契約に関すること 

会計班 
（会計課長） 

1.寄付金の受理に関すること 
2.庁用資材備品等の用度調達に関すること 
3.災害関係経費の支出に関すること 

監査委員事務局班 
（監査委員事務局
長） 

1.寄付金の受理に関すること 
2.庁用資材備品等の用度調達に関すること 
3.災害関係経費の支出に関すること 

市民部 
（市民部長） 

自治振興班 
（自治振興課長） 

1.ボランティア関係団体との連絡調整に関
すること 
2.ボランティアの受入れに関すること 
3.管轄する市立建築物の災害予防（二次災
害の予防）に関すること 
4.管轄する市立建築物の被害調査に関する
こと 

税務班 
（税務課長） 

1.家屋等の災害状況調査に関すること 
2.災害に伴う市税減免等の対策に関するこ
と 

人権擁護班 
（人権擁護課長） 

1.ひだまりの家施設の災害対策及び実施に
関すること 

ひだまりの家班 
（ひだまりの家所長） 

1.ひだまりの家施設の災害対策及び実施に
関すること 
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頁 修正前（令和 6年 12 月） 修正後（令和 7年 2月） 修正理由 

 

 

 

  
環境経済部 
（環境経済部長） 

 
農業委員会事務局 

環境政策班 
（環境政策課長） 

環境施設整備班 
（環境施設整備課長） 
環境センター班 
（環境センター所長） 

1.災害廃棄物処理計画に関すること 
2.災害時における環境衛生に関すること 

3.仮設便所の設置等に関すること 
4.汚染物質の流出防止に関すること 
5.災害廃棄物の処理等に関すること 
6.清掃に関すること 

7.危険動物の災害逸走に関すること 

農林班 
（農林課長）  

1.農林業関係災害の応急措置および災害
対策に関すること 

2.農地、農業用施設等の災害対策に関する

こと 
3.林業施設の災害対策に関すること 
4.農林業関係団体との連絡調整に関する
こと 

5.災害時における農作物病害虫防除に関

すること 
6.災害応急用木材、薪炭等林産物の需給調
整ならびに救援資材の受入保管ならびに
配分に関すること 

7.農作物、林産物の災害対策に関すること 
8.農業用水利施設の災害対策に関するこ

と 
9.防災重点ため池（特定農業用ため池）の
災害対策に関すること 

商工観光労政班 
（商工観光労政課長） 

1.商工業関係者の被害の状況把握に関す
ること 

2.事業所及び商工業関係団体の災害対策
に関すること 

3.経済及び商工団体との連絡調整に関す

ること 

農業委員会事務局班 
（農業委員会事務局長） 

1.災害に伴う農業委員会運営に関するこ
と 

建設部 
（建設部長） 

（建設部技監） 

都市計画班 
（都市計画課長） 

土木交通班 
（土木交通課長） 
道路・河川班 
（道路・河川課長） 
 

1.水防の全般的な企画、実施に関すること 
2.道路河川等土木関係災害の応急措置お

よび復旧処置など災害対策に関すること 
3.災害対策用の工事資材の調達管理に関
すること 

4.土木関係被害状況の調査に関すること 
5.道路の除雪対策に関すること 
6.応急対策実施のための用地借入および

補償に関すること 
7.急傾斜地の災害対策に関すること 
8.土石流危険渓流地の災害対策に関する
こと 

9.道路・河川に影響を及ぼすがけくずれ災
害対策に関すること 

10.葉山川・金勝川等の応急措置など災害
対策に関すること 

11.管轄する市立建築物および施設の災害

予防に関すること 
12.管轄する市立建築物および施設の被害
調査に関すること 

13.国・県河川の調整に関すること 
14.交通不能個所の調査およびその対策に
関すること 

15.道路交通事情の把握と関係機関との連
絡調整および対策に関すること 

 

 

 

総合窓口班 
（総合窓口課長） 

1.死体の埋火葬許可に関すること 
2.安否情報の収集・提供に関すること 
3.転出入の取扱いに関すること 
4.被災者からの問い合わせ、相談、要望に
関すること 
5.り災台帳の作成及びり災証明の発行に関
すること 

健康福祉部 
（健康福祉部長） 
 

社会福祉班 
（社会福祉課長） 

1.避難所開設に向けた準備に関すること 
2.避難所の運営に関すること 
3.災害時避難行動要支援者の災害対策に関
すること 
4.日本赤十字社その他福祉関係団体との連
絡調整に関すること 
5.福祉避難所の開設に関する協議（社会福
祉協議会との調整）に関すること 
6.死体の収容および埋火葬に関すること 
7.避難所での支援物資の受入、配布に関す
ること 
8.日本赤十字社義援金の受入に関すること 
9.被災者に対する生活保護に関すること 
10.被災者に対する各種給付金の支払に関
すること 

障がい福祉班 
（障がい福祉課長） 

1.避難所の運営に関すること 
2.福祉避難所の開設に関する協議（社会福
祉協議会との調整）に関すること 
3.管轄する市立建築物の被害調査に関する
こと 
4.死体の収容および埋火葬に関すること 
5.管轄する市立建築物の二次災害の予防対
策に関すること 
6.避難所での支援物資の受入、配布に関す
ること 

長寿福祉班 
（長寿福祉課長） 

1.避難所の運営に関すること 
2.福祉避難所の開設に関する協議（社会福
祉協議会との調整）に関すること 
3.管轄する市立建築物の被害調査に関する
こと 
4.介護保険サービス事業所の被害状況の調
査報告に関すること 
5.居宅介護支援事業所の被害状況の調査報
告に関すること 
6.死体の収容および埋火葬に関すること 
7.管轄する市立建築物の二次災害の予防対
策に関すること 
8.避難所での支援物資の受入、配布に関す
ること 
9.地域包括支援センターとの連絡調整（BCP
に沿った行動指示）に関すること 

保険年金班 
（保険年金課長） 

1.避難所の運営に関すること 
2.福祉避難所の開設に関する協議（社会福
祉協議会との調整）に関すること 
3.死体の収容および埋火葬に関すること 
4.避難所での支援物資の受入、配布に関す
ること 
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 住宅班 

（住宅課長） 
1.応急仮設住宅の設置及び応急修理に関

すること 
2.応急仮設住宅の入居者の決定に関する

こと 
3.倒壊家屋対策に関すること 
4.ガレキの処理に関すること 
5.被災宅地危険度判定に関すること 
6.市営住宅の災害対策に関すること 
7.宅地造成地の災害対策に関すること 

上下水道事業所 
（上下水道事業所長） 

 

上下水道班 
（上下水道課長） 

1.下水道施設の応急横断及び復旧措置に
関すること 

2.水道施設災害の応急措置および復旧措
置に関すること 

3.飲料水の供給ならびに確保に関すること 
4.上下水道施設に係る関係機関との調整

に関すること 

こども家庭局 幼児班 
（幼児課長） 
（幼児課参事） 
子育て支援班 
（子育て支援課長） 
発達支援班 
（発達支援課長） 
こども家庭センター班 
（こども家庭センター所長） 

1.園の災害対策及び応急措置に関するこ
と 

2.園児に対する災害対策および実施に関
すること 

3.被災園児に対する保育に関すること 
4.被災園児の必要用品に関すること 
5.児童館の災害対策及び応急措置に関す

ること 
6.応急学童保育の実施 
7.管轄する市立建築物の災害予防に関す

ること 
8.管轄する市立建築物の被害調査に関す

ること 

教育委員会 
（教育部長） 

教育総務班 
（教育総務課長） 
 

1.災害時における教育行政の総合調整に
関すること 

2.教育施設の災害対策および実施に関す
ること 

3.教育委員会職員に関すること 
4.学校教育財産（市内県施設も含む）を避

難所に開放することに関すること 
5.教育関係、義援金品の受領、保管、配分

に関すること 
6.管轄する市立建築物の災害予防に関す

ること 
7.管轄する市立建築物の被害調査に関す

ること 

学校給食共同調理場班 
（学校給食共同調理場長） 

1.学校給食共同調理場の災害対策および
実施に関すること 

2.学校給食施設での炊出しに関すること 

学校教育班 
（学校教育課長） 

1.教職員の災害対策のための動員派遣に
関すること 

2.園児・児童生徒に対する災害対策および
実施に関すること 

3.被災児童生徒に対する教育に関するこ
と 

4.被災児童生徒の学用品に関すること 
5.災害時における学校その他教育の環境

衛生に関すること 

 

 
 健康増進班 

（健康増進課長） 
1.避難所の運営に関すること 
2.感染症の発生と流行の防止に関すること 
3.保健所との連絡（医療に関する情報、感
染症対策に関すること）に関すること 
4.管轄する市立建築物の被害調査に関する
こと 
5.医療機関の被災状況の調査・情報収集に
関すること 
6.医療・助産の情報収集と調整に関するこ
と 
7.避難生活における保健指導に関すること 
8.管轄する市立建築物の二次災害の予防対
策に関すること 

環境経済部 
（環境経済部長） 
農業委員会事務局 

環境政策班 
（環境政策課長） 

1.災害廃棄物処理実行計画の策定等に関す
ること 
2.被災状況の把握に関すること 
3.仮設便所の設置・し尿処理等に関するこ
と 
4.生活ごみ等一般廃棄物処理に関すること 
5.がれき等災害廃棄物処理に関すること 
6.危険動物の災害逸走に関すること 
7.汚染物質の流出防止に関すること 

環境施設整備班 
（環境施設整備課長） 

1.被害状況の把握（ごみ処理施設・最終処
分場）に関すること 
2.生活ごみ等一般廃棄物処理に関すること 
3.一般廃棄物の区域外処理に関すること 

農林班 
（農林課長） 

1.被害状況把握（農林業施設）に関するこ
と 
2.防災重点ため池（特定農業用ため池）の
状況把握及び災害対策に関すること 
3.農林業関係団体との連絡調整に関するこ
と 
4.農林業関係災害の応急措置および災害対
策に関すること 
5.災害応急用木材、薪炭等林産物の需給調
整ならびに救援資材の受入保管ならびに配
分に関すること 
6.災害時における農作物病害虫防除に関す
ること 

商工観光労政班 
（商工観光労政課長） 

1.所管施設の被害状況把握及び保全に関す
ること 
2.観光案内所の連絡調整に関すること 
3.市内に滞在する来訪者（観光客）への対
応に関すること 
4.経済団体及び商工業事業者の被害調査に
関すること 
5.観光施設の被害調査に関すること 
6.中小企業の経営相談に関すること 
7.中小企業の金融相談及び融資に関するこ
と 

農業委員会事務局班 
（農業委員会事務局長） 

1.災害に伴う農業委員会運営の応急対応に
関すること 
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頁 修正前（令和 6年 12 月） 修正後（令和 7年 2月） 修正理由 

 

 

 

  

 

生涯学習班 
（生涯学習課長） 
スポーツ・文化振興班 

（スポーツ・文化振興課長） 
国スポ・障スポ推進班 
（国スポ・障スポ推進課長） 
図書館班 
（図書館長） 

1.社会教育施設の災害対策に関すること 
2.災害活動に協力する青年団体、女性団

体、社会教育団体等の連絡調整に関する

こと 
3.青少年教育施設の災害対策に関するこ

と 
4.文化財の災害対策に関すること 

災害活動部 

（中消防署長） 

消防班 

（中消防署長） 

1.気象情報、雨量水位情報の収集及び記録 

2.各種警報発令に関すること 
3.現場防災活動整備に関すること 
4.救助活動に関すること  

5.栗東市自衛消防連絡協議会との調整に
関すること 

 

 
建設部 
（建設部長） 
（建設部技監） 

都市計画班 
（都市計画課長） 

1.都市公園施設等の被害調査およびその対
策に関すること 

土木交通班 
（土木交通課長） 

1.土木関係被害状況の調査に関すること 
2.交通不能個所の調査およびその対策に関
すること 

3.道路交通事情の把握と関係機関との連絡
調整および対策に関すること 

4.管轄する市立建築物の被害調査に関する
こと 

5.国・県管理の道路・河川の調整に関する
こと 

6.道路河川等土木関係災害の応急措置およ
び復旧処置など災害対策に関すること 

7.災害対策用の工事資材の調達管理に関す
ること 

8.応急対策実施のための用地借入および補
償に関すること 

9.急傾斜地の災害対策に関すること 
10.管轄する市立建築物の災害予防（二次災
害の予防）に関すること 

道路・河川班 
（道路・河川課長） 

1.土木関係被害状況の調査に関すること 
2.交通不能個所の調査およびその対策に関
すること 

3.道路交通事情の把握と関係機関との連絡
調整および対策に関すること 

4.国・県管理の道路・河川の調整に関する
こと 

5.道路河川等土木関係災害の応急措置およ
び復旧処置など災害対策に関すること 

6.災害対策用の工事資材の調達管理に関す
ること 

7.応急対策実施のための用地借入および補
償に関すること 

住宅班 
（住宅課長） 

1.市営住宅の災害対策（応急措置・復旧措
置を含む）に関すること 
2.被災建築物応急危険度判定に関すること 
3.被災宅地危険度判定に関すること 
4.応急仮設住宅の設置及び応急修理に関す
ること 
5.応急仮設住宅の入居者の決定に関するこ
と 
6.宅地造成地の復旧指導に関すること 

上下水道事業所 
（上下水道事業所長） 
 

上下水道班 
（上下水道課長） 

1.応急給水活動に関すること 
2.上下水道施設の緊急点検調査に関するこ
と 
3.上下水道施設に係る関係機関との連絡調
整・支援要請に関すること 
4.上水道水源地の緊急措置に関すること 
5.上水道水源地の応急復旧に関すること 
6.上下水道施設（水源地以外）の緊急措置
に関すること 
7.上下水道施設（水源地以外）の一次調査
に関すること 
8.上下水道施設（水源地以外）の応急復旧
に関すること 

 



■栗東市地域防災計画新旧対照表 
【災害対応マニュアル編】 

 
17 
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頁 修正前（令和 6年 12 月） 修正後（令和 7年 2月） 修正理由 

 

 

 

 

 

 

生涯学習班 
（生涯学習課長） 

1.所管する社会教育施設の災害対策、施設
の確認に関すること 
2.青少年教育施設の災害対策、施設の確
認、宿泊者の安否確認に関すること 
3.災害活動に協力する青年団体、社会教育
団体等の連絡調整に関すること 

スポーツ・文化振興班 
（スポーツ・文化振興課長） 

1.所管する社会教育施設の災害対策、施設
の維持管理、被害状況の確認に関すること 
2.文化財の被害状況調査に関すること 
3.出土文化財センターの連絡調整、被害状
況の確認に関すること 
4.国及び県等助成金申請及び拠出事務に関
すること 
5.係の予算執行及び庶務に関すること 
6.歴史民俗博物館ホームページの運用に関
すること 
7.歴史民俗博物館の予算執行及び庶務に関
すること 
8.歴史民俗博物館施設の維持管理、被害状
況の確認に関すること 
9.歴史民俗博物館収蔵庫の維持管理、被害
状況の確認に関すること 
10.歴史民俗博物館収蔵資料の保存、被災
文化財の受け入れに関すること 

国スポ・障スポ推進班 
（国スポ・障スポ推進課長） 

1.県、競技団体等との連絡調整に関するこ
と 

図書館班 
（図書館長） 

1.建物及び物品の維持管理、被害状況の
確認に関すること 
2.諸証明サービスコーナーとの連携、被
害状況の確認に関すること 
3.資料の保管、被害状況の確認に関する
こと 
4.書庫の維持管理、被害状況の確認に関
すること 
5.関係機関との連絡及び調整に関するこ
と 
6.図書館の庶務に関すること 

湖南広域消防局 
（湖南広域消防局長） 

中消防署 
（中消防署長） 

1.気象情報、雨量水位情報の収集及び記
録に関すること 
2.各種警報発令に関すること 
3.現場防災活動整備に関すること 
4.救助活動に関すること 
5.栗東市自衛消防連絡協議会との調整に
関すること 
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頁 修正前（令和 6年 12 月） 修正後（令和 7年 2月） 修正理由 

 風水害等対策マニュアル 風水害等対策マニュアル  

 第３節 生命を守るための対策 第３節 生命を守るための対策  

 第４ 医療・救護活動 第４ 医療・救護活動  

マ-

46 

（1）医療救護体制の確立、救護所の設置 

業務 手順 担当班 実施内容 
本編の

ページ 
摘要 

業務実施時期：発災直後～ 

1 健 康 福 祉

部、は、応

急 医 療 体

制 を 確 保

する 

1-1 健康増進班 

長寿福祉班 
略 略 

 

1-2 健康増進班 

長寿福祉班 

県災害医療

地方本部と

連携し、病

院等（有床

診療所を含

む）の被災

状況等を把

握する 

略  

1-3 健康増進班 

長寿福祉班 
略 略  

1-4 健康増進班 

長寿福祉班 
略 略  

1-5 健康増進班 

長寿福祉班 

必要に応じ

て、県災害

医療地方本

部に災害派

遣医療チー

ム（ＤＭＡ

Ｔ）や救護

班の派遣を

要請する 

略 

 

1-6 健康増進班 

長寿福祉班 
略 略 

 

 

（1）医療救護体制の確立、救護所の設置 

業務 手順 担当班 実施内容 
本編の

ページ 
摘要 

業務実施時期：発災直後～ 

1 健 康 福 祉

部、こども

家庭局は、

応急医療体

制を確保す

る 

1-1 長寿福祉班 

健康増進班 

こども家庭センター班  

略 略 

 

1-2 長寿福祉班 

健康増進班 

こども家庭センター班  

県保健医療福

祉調整地方本

部と連携し、

病院等（有床

診療所を含

む）の被災状

況等を把握す

る 

略 

 

1-3 長寿福祉班 

健康増進班 

こども家庭センター班  

略 略 

 

1-4 長寿福祉班 

健康増進班 

こども家庭センター班  

略 略 

 

1-5 長寿福祉班 

健康増進班 

こども家庭センター班  

必要に応じ

て、県保健医

療福祉調整地

方本部に災害

派遣医療チー

ム（ＤＭＡ

Ｔ）や救護班

の派遣を要請

する 

略 

 

1-6 長寿福祉班 

健康増進班 
略 略 

 

健康増進課の意

見により修正 
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頁 修正前（令和 6年 12 月） 修正後（令和 7年 2月） 修正理由 

こども家庭センター班  
 

マ-

47 

業務 手順 担当班 実施内容 
本編の

ページ 
摘要 

業務実施時期：発災３時間後～ 

2 危 機 管 理

局、健康福

祉部は、救

護 所 を 設

置する 

2-1 健康増進班 

長寿福祉班 
略 略  

2-2 健康増進班 

長寿福祉班 
略 略  

2-3 健康増進班 

長寿福祉班 
略 略  

2-4 健康増進班 

長寿福祉班 
略 略  

2-5 健康増進班 

長寿福祉班 
略 略  

2-6 危機管理班 

健康増進班 

長寿福祉班 

略 略  

 

 

業務 手順 担当班 実施内容 
本編の

ページ 
摘要 

業務実施時期：発災３時間後～ 

2 危機管理

局、健康福

祉部、こど

も家庭局

は、救護所

を設置す

る 

2-1 長寿福祉班 

健康増進班 

こども家庭センター班  

略 略  

2-2 長寿福祉班 

健康増進班 

こども家庭センター班  

略 略  

2-3 長寿福祉班 

健康増進班 

こども家庭センター班  

略 略  

2-4 長寿福祉班 

健康増進班 

こども家庭センター班  

略 略  

2-5 長寿福祉班 

健康増進班 

こども家庭センター班  

略 略  

2-6 危機管理班 

長寿福祉班 

健康増進班 

こども家庭センター班  

略 略  

 

健康増進課の意

見により修正 

マ-

48 

（2）医療救護活動 

業務 手順 担当班 実施内容 
本編の

ページ 
摘要 

業務実施時期：発災直後～ 

1 健 康 福 祉

部、は、応

急 医 療 体

制 を 確 保

する 

1-1 健康増進班 略 略  

1-2 健康増進班 略 略  

1-3 健康増進班 略 略  

1-4 健康増進班 略 略  

1-5 健康増進班 略 略  

 

 

（2）医療救護活動 

業務 手順 担当班 
実施内

容 

本編の

ページ 
摘要 

業務実施時期：発災直後～ 

1 健 康 福 祉

部、こども

家庭局は、

応急医療体

制を確保す

る 

1-1 健康増進班 

こども家庭センター班  
略 略  

1-2 健康増進班 

こども家庭センター班  
略 略  

1-3 健康増進班 

こども家庭センター班  
略 略  

1-4 健康増進班 

こども家庭センター班  
略 略  

健康増進課の意

見により修正 



■栗東市地域防災計画新旧対照表 
【災害対応マニュアル編】 

 
21 

頁 修正前（令和 6年 12 月） 修正後（令和 7年 2月） 修正理由 

1-5 健康増進班 

こども家庭センター班  
略 略  

 

マ-

48 

業務実施時期：発災 24 時間後～ 

1 健 康 福 祉

部、は、移

送 体 制 を

確保する 

2-1 健康増進班 略 略  

2-2 健康増進班 県災害医

療地方本

部を通じ

て、後方支

援病院と

なり得る

施設を確

保する 

略  

2-3 健康増進班 略 略  

2-4 健康増進班 略 略  

2-5 健康増進班 略 略  

 

 

業務実施時期：発災 24 時間後～ 

1 健 康 福 祉

部、こども

家庭局は、

移送体制を

確保する 

2-1 健康増進班 

こども家庭センター班  
略 略 

 

2-2 健康増進班 

こども家庭センター班  

県保健医療

福祉調整地

方本部を通

じて、後方

支援病院と

なり得る施

設を確保す

る 

略 

 

2-3 健康増進班 

こども家庭センター班  
略 略 

 

2-4 健康増進班 

こども家庭センター班  
略 略 

 

2-5 健康増進班 

こども家庭センター班  
略 略 

 

 

健康増進課の意

見により修正 

マ-

49 

（3）医療品等の調達 

業務 手順 担当班 実施内容 
本編の

ページ 
摘要 

業務実施時期：発災 24 時間後～ 

1 健 康 福 祉

部は、医薬

品、衛生材

料 を 確 保

する 

1-1 健康増進班 略 略  

1-2 健康増進班 略 略  

1-3 健康増進班 医薬品、衛

生材料が

不足する

場合は、県

災害医療

地方本部

を通じて

県薬剤師

会、県医薬

品卸協会

略 

 

（3）医療品等の調達 

業務 手順 担当班 実施内容 
本編の

ページ 
摘要 

業務実施時期：発災 24 時間後～ 

1 健 康 福 祉

部、こども

家庭局は、

医薬品、衛

生材料を確

保する 

1-1 健康増進班 

こども家庭センター班  
略 略  

1-2 健康増進班 

こども家庭センター班  
略 略  

1-3 健康増進班 

こども家庭センター班  

医薬品、衛

生材料が不

足する場合

は、県保健

医療福祉調

整地方本部

を通じて県

薬剤師会、

略 

 

健康増進課の意

見により修正 
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頁 修正前（令和 6年 12 月） 修正後（令和 7年 2月） 修正理由 

等に協力

を要請す

る 

1-4 健康増進班 略 略  

1-5 健康増進班 略 略  

 

 

県医薬品卸

協会等に協

力を要請す

る 

1-4 健康増進班 

こども家庭センター班  
略 略  

1-5 健康増進班 

こども家庭センター班  
略 略  

 

 地震災害対策マニュアル 地震災害対策マニュアル  

 第３節 生命を守るための対策 第３節 生命を守るための対策  

 第４ 医療・救護活動 第４ 医療・救護活動  

マ-

98 

（1）医療救護体制の確立、救護所の設置 

業務 手順 担当班 実施内容 
本編の

ページ 
摘要 

業務実施時期：発災直後～ 

1 健 康 福 祉

部は、応急

医 療 体 制

を 確 保 す

る 

1-1 健康増進班 

長寿福祉班 
略 略  

1-2 健康増進班 

長寿福祉班 

県災害医

療地方本

部と連携

し、病院等

（有床診

療所を含

む）の被災

状況等を

把握する 

略  

1-3 健康増進班 

長寿福祉班 
略 略  

1-4 健康増進班 

長寿福祉班 
略 略  

1-5 健康増進班 

長寿福祉班 

必要に応

じて、県災

害医療地

方本部に

災害派遣

略  

（1）医療救護体制の確立、救護所の設置 

業務 手順 担当班 実施内容 
本編の

ページ 
摘要 

業務実施時期：発災直後～ 

1 健康福祉部、

こども家庭

局は、応急医

療体制を確

保する 

1-1 長寿福祉班 

健康増進班 

こども家庭センター班  

略 略  

1-2 長寿福祉班 

健康増進班 

こども家庭センター班  

県保健医

療福祉調

整地方本

部と連携

し、病院

等（有床

診療所を

含む）の

被災状況

等を把握

する 

略  

1-3 長寿福祉班 

健康増進班 

こども家庭センター班  

略 略  

1-4 長寿福祉班 

健康増進班 

こども家庭センター班  

略 略  

健康増進課の意

見により修正 
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頁 修正前（令和 6年 12 月） 修正後（令和 7年 2月） 修正理由 

医療チー

ム（ＤＭＡ

Ｔ）や救護

班の派遣

を要請す

る 

1-6 健康増進班 

長寿福祉班 
略 略  

 

1-5 長寿福祉班 

健康増進班 

こども家庭センター班  

必要に応

じて、県

保健医療

福祉調整

地方本部

に災害派

遣医療チ

ーム（Ｄ

ＭＡＴ）

や救護班

の派遣を

要請する 

略  

1-6 長寿福祉班 

健康増進班 

こども家庭センター班  

略 略  
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頁 修正前（令和 6年 12 月） 修正後（令和 7年 2月） 修正理由 

マ-

98 

業務 手順 担当班 実施内容 
本編の

ページ 
摘要 

業務実施時期：発災３時間後～ 

2 危 機 管 理

局、健康福

祉部は、救

護 所 を 設

置する 

2-1 健康増進班 

長寿福祉班 
略 略  

2-2 健康増進班 

長寿福祉班 
略 略  

2-3 健康増進班 

長寿福祉班 
略 略  

2-4 健康増進班 

長寿福祉班 
略 略  

2-5 健康増進班 

長寿福祉班 
略 略  

2-6 危機管理班 

健康増進班 

長寿福祉班 

略 略  

 

 

業務 手順 担当班 実施内容 
本編の

ページ 
摘要 

業務実施時期：発災３時間後～ 

2 危 機 管 理

局、健康福

祉部、こど

も 家 庭 局

は、救護所

を設置する 

2-1 長寿福祉班 

健康増進班 

こども家庭センター班  

略 略  

2-2 長寿福祉班 

健康増進班 

こども家庭センター班  

略 略  

2-3 長寿福祉班 

健康増進班 

こども家庭センター班  

略 略  

2-4 長寿福祉班 

健康増進班 

こども家庭センター班  

略 略  

2-5 長寿福祉班 

健康増進班 

こども家庭センター班  

略 略  

2-6 危機管理班 

長寿福祉班 

健康増進班 

こども家庭センター班 

略 略  

 

健康増進課の意

見により修正 
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頁 修正前（令和 6年 12 月） 修正後（令和 7年 2月） 修正理由 

マ-

100 

（2）医療救護活動 

業務 手順 担当班 
実施内

容 

本編の

ページ 
摘要 

業務実施時期：発災直後～ 

1 健 康 福 祉

部、は、応

急 医 療 体

制 を 確 保

する 

1-1 健康増進班 略 略  

1-2 健康増進班 略 略  

1-3 健康増進班 略 略  

1-4 健康増進班 略 略  

1-5 健康増進班 略 略  

 

 

（2）医療救護活動 

業務 手順 担当班 実施内容 
本編の

ページ 
摘要 

業務実施時期：発災直後～ 

1 健 康 福 祉

部、こども

家庭局は、

応急医療体

制を確保す

る 

1-1 健康増進班 

こども家庭センター班  
略 略 

 

1-2 健康増進班 

こども家庭センター班  
略 略 

 

1-3 健康増進班 

こども家庭センター班  
略 略 

 

1-4 健康増進班 

こども家庭センター班  
略 略 

 

1-5 健康増進班 

こども家庭センター班  
略 略 

 

 

健康増進課の意

見により修正 
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頁 修正前（令和 6年 12 月） 修正後（令和 7年 2月） 修正理由 

マ-

100 

業務実施時期：発災 24 時間後～ 

2 健 康 福 祉

部は、移送

体 制 を 確

保する 

2-1 健康増進班 略 略  

2-2 健康増進班 県災害医

療地方本

部を通じ

て、後方支

援病院と

なり得る

施設を確

保する 

略  

2-3 健康増進班 略 略  

2-4 健康増進班 略 略  

2-5 健康増進班 略 略  
 

業務実施時期：発災 24 時間後～ 

2 健 康 福 祉

部、こども

家庭局は、

移送体制を

確保する 

2-1 健康増進班 

こども家庭センター班  
略 略 

 

2-2 健康増進班 

こども家庭センター班  

県保健医療

福祉調整地

方本部を通

じて、後方

支援病院と

なり得る施

設を確保す

る 

略 

 

2-3 健康増進班 

こども家庭センター班  
略 略 

 

2-4 健康増進班 

こども家庭センター班  
略 略 

 

2-5 健康増進班 

こども家庭センター班  
略 略 

 

 

健康増進課の意

見により修正 
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頁 修正前（令和 6年 12 月） 修正後（令和 7年 2月） 修正理由 

マ-

101 

（3）医療品等の調達 

業務 手順 担当班 実施内容 
本編の

ページ 
摘要 

業務実施時期：発災 24 時間後～ 

1 健 康 福 祉

部は、医薬

品、衛生材

料 を 確 保

する 

1-1 健康増進班 略 略  

1-2 健康増進班 略 略  

1-3 健康増進班 医薬品、

衛生材料

が不足す

る 場 合

は、県災

害医療地

方本部を

通じて県

薬 剤 師

会、県医

薬品卸協

会等に協

力を要請

する 

略  

1-4 健康増進班 略 略  

1-5 健康増進班 略 略  

 

 

（3）医療品等の調達 

業務 手順 担当班 実施内容 
本編の

ページ 
摘要 

業務実施時期：発災 24 時間後～ 

1 健 康 福 祉

部、こども

家庭局は、

医薬品、衛

生材料を確

保する 

1-1 健康増進班 

こども家庭センター班  
略 略  

1-2 健康増進班 

こども家庭センター班  

略 
略  

1-3 健康増進班 

こども家庭センター班  

医薬品、衛

生材料が

不足する

場合は、県

保健医療

福祉調整

地方本部

を通じて

県薬剤師

会、県医薬

品卸協会

等に協力

を要請す

る 

略  

1-4 健康増進班 

こども家庭センター班  
略 略  

1-5 健康増進班 

こども家庭センター班  
略 略  

 

健康増進課の意

見により修正 
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頁 修正前（令和 6年 12 月） 修正後（令和 7年 2月） 修正理由 

 原子力災害対策マニュアル 原子力災害対策マニュアル  

 第３節 生命を守るための対策 第３節 生命を守るための対策  

 第１ 原子力災害対応 第１ 原子力災害対応  

マ-

130 

（3）安定ヨウ素剤予防の服用 

業務 手順 担当班 実施内容 
本編の

ページ 
摘要 

業務実施時期：発災直後～ 

1 略  
業務実施時期：発災直後～ 

2 健康福祉

部は、安定

ヨウ素剤

を配布す

る 

2-1 健康増進班 略 略  

2-2 健康増進班 略 略  

2-3 健康増進班 

略 略  

 

（3）安定ヨウ素剤予防の服用 

業務 手順 担当班 実施内容 
本編の

ページ 
摘要 

業務実施時期：発災直後～ 

1 略  
業務実施時期：発災直後～ 

2 健康福祉

部、こども

家庭局は、

安定ヨウ

素剤を配

布する 

2-1 健康増進班 

こども家庭センター班 
略 略  

2-2 健康増進班 

こども家庭センター班 
略 略  

2-3 健康増進班 

こども家庭センター班 
略 略  

 

健康増進課の意

見により修正 
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頁 修正前（令和 6年 12 月） 修正後（令和 7年 2月） 修正理由 

 応急・復旧期の共通マニュアル 応急・復旧期の共通マニュアル  

 第２節 復旧への足がかり 第２節 復旧への足がかり  

マ-

195 

第２ 災害廃棄物処理 第２ 災害廃棄物等の処理 環境施設整備課

の意見により修

正 

マ-

195 

（1）組織体制・指揮命令系統・連絡体制の確立、情報収集・連

絡調整等 

業務 手順 担当班 実施内容 
本編の

ページ 
摘要 

業務実施時期：発災 3 時間後～ 

1 略  
業務実施時期：発災 3 時間後～ 

2 危機管理

局、環境経

済部は、情

報収集・連

絡調整を

行う 

2-1 危機管理班 

環境政策班 

環境施設整備班 

略 略  

2-2 環境政策班 

環境施設整備班 略 略  

 

（1）組織体制・指揮命令系統・連絡体制の確立、情報収集・連

絡調整等 

業務 手順 担当班 実施内容 
本編の

ページ 
摘要 

業務実施時期：発災 3 時間後～ 

1 略  
業務実施時期：発災 3 時間後～ 

2 危機管理

局、環境経

済部は、情

報収集・連

絡調整を

行う 

2-1 危機管理班 

環境政策班 

 

略 略  

2-2 環境政策班 

 略 略  

 

環境施設整備課

の意見により修

正 

マ-

196 

（2）災害廃棄物発生量・要処理量・処理可能量の把握 

業務 手順 担当班 実施内容 
本編の

ページ 
摘要 

業務実施時期：発災 72 時間後～ 

1 市民部、環

境経済部

は、災害廃

棄物発生

量等を把

握する 

略 略 略 略  

業務実施時期：発災 72 時間後～ 

2 環境経済

部は、災害

廃棄物発

2-1 環境政策班 

環境施設整備班 
略 略  

2-2 略 略 略  

（2）災害廃棄物等の発生量・要処理量・処理可能量の把握 

業務 手順 担当班 実施内容 
本編の

ページ 
摘要 

業務実施時期：発災 72 時間後～ 

1 市民部、環

境経済部

は、災害廃

棄物等の

発生量等

を把握す

る 

略 略 略 略  

業務実施時期：発災 72 時間後～ 

2 2-1 環境政策班 
略 略  

環境施設整備課

の意見により修

正 
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頁 修正前（令和 6年 12 月） 修正後（令和 7年 2月） 修正理由 

生量等の

見直し状

況を把握

する 
 

環 境 経 済

部は、災害

廃 棄 物 等

の 発 生 量

等 の 見 直

し 状 況 を

把握する 

2-2 

略 略 略 

 

 

マ-

200 

（4）住民への情報提供、災害ボランティアへの情報提供 

業務 手順 担当班 実施内容 
本編の

ページ 
摘要 

業務実施時期：発災直後～ 

1 環 境 経 済

部は、情報

を 提 供 す

る 

1-1 

略 

災害廃棄物の収

集・分別方法、仮

置場の設置場所・

運用ルール、不適

正処理防止、相談

窓口、有害廃棄物

への対応、災害ボ

ランティアに関

する情報等につ

いて住民へ情報

を提供する 

略  

1-2 

略 

市災害ボランテ

ィアセンター等

と連携し、市が定

めた災害廃棄物

の分別方法や搬

出方法、搬出先

（仮置場）、保管

方法、安全上の注

意事項等につい

て災害ボランテ

ィアへ情報を提

供する 

略  

 

（4）住民への情報提供、災害ボランティアへの情報提供 

業務 手順 担当班 実施内容 
本編の

ページ 
摘要 

業務実施時期：発災直後～ 

1 環 境 経 済

部は、情報

を 提 供 す

る 

1-1 

略 

災害廃棄物等の

収集・分別方法、

仮置場の設置場

所・運用ルール、

不適正処理防止、

相談窓口、有害廃

棄物への対応、災

害ボランティア

に関する情報等

について住民へ

情報を提供する 

略 

 

1-2 

略 

市災害ボランテ

ィアセンター等

と連携し、市が定

めた災害廃棄物

等の分別方法や

搬出方法、搬出先

（仮置場）、保管

方法、安全上の注

意事項等につい

て災害ボランテ

ィアへ情報を提

供する 

略 

 

 

環境施設整備課

の意見により修

正 
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頁 修正前（令和 6年 12 月） 修正後（令和 7年 2月） 修正理由 

マ-

201 

（5）災害廃棄物処理に係る応援要請 

業務 手順 担当班 実施内容 
本編の

ページ 
摘要 

業務実施時期：発災直後～ 

1 環 境 経 済

部は、応援

の 要 請 を

行う 

1-1 略 略 略  

1-2 

略 

災害廃棄物処理

が困難となった

場合は、地方自治

法に基づいて県

に事務の代行等

を要請する 

略  

 

（5）災害廃棄物等の処理に係る応援要請 

業務 手順 担当班 実施内容 
本編の

ページ 
摘要 

業務実施時期：発災直後～ 

1 環 境 経 済

部は、応援

の 要 請 を

行う 

1-1 略 略 略  

1-2 

略 

災害廃棄物等の

処理が困難とな

った場合は、地方

自治法に基づい

て県に事務の代

行等を要請する 

略 

 

 

環境施設整備課

の意見により修

正 

マ-

202 

（6）災害廃棄物処理実行計画の策定、災害廃棄物処理の実施 

業務 手順 担当班 実施内容 
本編の 

ページ 
摘要 

業務実施時期：発災 72 時間後～ 

1 環境経済

部は、災

害廃棄物

処理体制

を確立す

る 

略 略 略 略  

1-4 環境政策班 

環境施設整備班 

環境センター班 

略 略 

 

1-5 環境政策班 

環境施設整備班 

環境センター班 

略 略 

 

1-6 環境政策班 

環境施設整備班 

環境センター班 

略 略 

 

略 略 略 略  

業務実施時期：発災 72 時間後～ 

2 環境経済

部は、災

害廃棄物

処理を実

施する 

略 略 略 略  

2-3 環境政策班 

環境施設整備班 

環境センター班 

略 略 

 

2-4 環境政策班 

環境施設整備班 

環境センター班 

略 略 

 

 

（6）災害廃棄物処理実行計画の策定、災害廃棄物処理の実施 

業務 手順 担当班 実施内容 
本編の

ページ 
摘要 

業務実施時期：発災 72 時間後～ 

1 環境経済

部は、災

害廃棄物

処理体制

を確立す

る 

略 略 略 略  

1-4 環境政策班 略 略  

1-5 環境政策班 略 略  

1-6 環境政策班 略 略  

略 略 略 略 
 

業務実施時期：発災 72 時間後～ 

2 環境経済

部は、災

害廃棄物

処理を実

施する 

略 略 略 略  

2-3 環境政策班 
略 略 

 

2-4 環境政策班 
略 略 

 

 

環境施設整備課

の意見により修

正 
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頁 修正前（令和 6年 12 月） 修正後（令和 7年 2月） 修正理由 

マ-

203 
業務 手順 担当班 実施内容 

本編

のペ

ージ 

摘要 

業務実施時期：発災 72 時間後～ 

3 環境経済

部は、解

体・撤去

の申込受

付窓口を

開設する 

略 略 略 略  

3-3 環境政策班 

環 境 施 設 整 備 班 
略 略  

3-4 環境政策班 

環境施設整備班 略 略  

業務実施時期：発災 72 時間後～ 

4 環境経済

部は、解

体・撤去

の申込み

を受付け

る 

4-1 環境政策班 

環境施設整備班 
略 略  

4-2 環境政策班 

環境施設整備班 
略 略  

4-3 環境政策班 

環境施設整備班 
略 略  

業務実施時期：発災 72 時間後～ 

5 環境経済

部は、解

体・撤去

および環

境対策を

実施する 

5-1 環境政策班 

環境施設整備班 
略 略  

5-2 環境政策班 

環境施設整備班 
略 略  

5-3 環境政策班 

環境施設整備班 
略 略  

5-4 環境政策班 

環境施設整備班 
略 略  

5-5 環境政策班 

環境施設整備班 
略 略  

5-6 環境政策班 

環境施設整備班 
略 略  

 

業務 手順 担当班 実施内容 

本編

のペ

ージ 

摘要 

業務実施時期：発災 72 時間後～ 

3 環境経済

部は、解

体・撤去

の申込受

付窓口を

開設する 

略 略 略 略  

3-3 環境政策班 
略 略  

3-4 環境政策班 
略 略  

業務実施時期：発災 72 時間後～ 

4 環境経済

部は、解

体・撤去

の申込み

を受付け

る 

4-1 環境政策班 
略 略  

4-2 環境政策班 
略 略  

4-3 環境政策班 
略 略  

業務実施時期：発災 72 時間後～ 

5 環境経済

部は、解

体・撤去

および環

境対策を

実施する 

5-1 環境政策班 略 略  

5-2 環境政策班 略 略  

5-3 環境政策班 略 略  

5-4 環境政策班 略 略  

5-5 環境政策班 略 略  

5-6 環境政策班 略 略  
 

環境施設整備課

の意見により修

正 
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頁 修正前（令和 6年 12 月） 修正後（令和 7年 2月） 修正理由 

 第３節 被災者の生活再建支援 第３節 被災者の生活再建支援  

 第１ 市民生活の支援 第１ 市民生活の支援  

マ-

219 

（1）罹災証明書の発行・被災者台帳の作成等 

業務 手順 担当班 実施内容 
本編の

ページ 
摘要 

略  
業務実施時期：発災 1 週間後～ 

4 市民部は、

被災者台

帳を作成

する 

略 略 略 略  

4-3 税務班 略 

略 

 

 

（1）罹災証明書の発行・被災者台帳の作成等 

業務 手順 担当班 実施内容 
本編の

ページ 
摘要 

略  
業務実施時期：発災 1 週間後～ 

4 市民部は、

被災者台

帳を作成

する 

略 略 略 略  

4-3 税務班 

総合窓口班 略 略  

 

税務課の意見に

より修正 

 第６節 災害復興 第６節 災害復興  

 第２ 原子力災害時の中長期対策 第２ 原子力災害時の中長期対策  

マ-

242 

（1）環境放射線モニタリングへの協力、影響調査の実施等 

業務 手順 担当班 
実施内

容 

本編の

ページ 
摘要 

業務実施時期：発災 1 週間後～ 

1 危 機 管 理

局、環境経

済部は、環

境 放 射 線

モ ニ タ リ

ン グ に 協

力する 

1-1 農林班 

商 工 観 光 労 政 班 

農 業 委 員 会 事 務 局 班 

略 略  

1-2 農林班 

商 工 観 光 労 政 班 

農 業 委 員 会 事 務 局 班 

略 略  

1-3 農林班 

商 工 観 光 労 政 班 

農 業 委 員 会 事 務 局 班 

略 略  

1-4 危機管理班 

農林班 

商 工 観 光 労 政 班 

農 業 委 員 会 事 務 局 班 

略 略  

業務実施時期：発災 1 か月後～ 

2 環 境 経 済

部は、災害
2-1 

農林班 

商 工 観 光 労 政 班 
略 略 

 

（1）環境放射線モニタリングへの協力、影響調査の実施等 

業務 手順 担当班 実施内容 
本編の

ページ 
摘要 

業務実施時期：発災 1 週間後～ 

1 危機管理局

は、環境放

射線モニタ

リングに協

力する 

1-1 危機管理班 略 略  

1-2 危機管理班 略 略  

1-3 危機管理班 略 略  

1-4 危機管理班 
略 略  

業務実施時期：発災 1 か月後～ 

2 市民部は、

災害地域住

民の記録を

再発行する 

2-1 総合窓口班 略 略  

2-2 総合窓口班 略 略  

2-3 
総合窓口班 

略 略  

 

 

 

農林課の意見に

より修正 
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頁 修正前（令和 6年 12 月） 修正後（令和 7年 2月） 修正理由 

地 域 住 民

の 記 録 を

再 発 行 す

る 

農 業 委 員 会 事 務 局 班 

2-2 

農林班 

商 工 観 光 労 政 班 

農 業 委 員 会 事 務 局 班 

略 略 

 

2-3 

農林班 

商 工 観 光 労 政 班 

農 業 委 員 会 事 務 局 班 

略 略 

 

 

マ-

245 

（4）被災者等の生活再建等の支援 

業務 手順 担当班 実施内容 
本編の

ページ 
摘要 

業務実施時期：発災 1 週間後～ 

1 危 機 管 理

局、市民部、

健 康 福 祉

部、こども

家庭局は、

被災者等の

生活再建等

を行う 

1-1 農林班 

農業委員会事務局班 
略 略 

 

1-2 農林班 

商 工 観 光 労 政 課 

農 業 委 員 会 事 務 局 班 

略 略 

 

1-3 農林班 

農 業 委 員 会 事 務 局 班 
略 略 

 

1-4 農林班 

農 業 委 員 会 事 務 局 班 
略 略 

 

 

（4）被災者等の生活再建等の支援 

業務 手順 担当班 実施内容 
本編の

ページ 
摘要 

業務実施時期：発災 1 週間後～ 

1 危 機 管 理

局 、 市 民

部、健康福

祉部、環境

経済部、建

設部は、被

災 者 等 の

生 活 再 建

等を行う 

1-1 危機管理班 

住宅班 
略 略  

1-2 危機管理班 

総合窓口班 

健康増進班 

商工観光労政班 

略 略  

1-3 危機管理班 

総合窓口班 
略 略  

1-4 危機管理班 

総合窓口班 
略 略  

 

 

農林課の意見に

より修正 
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頁 修正前（令和 6年 12 月） 修正後（令和 7年 2月） 修正理由 

39 （新規） １－１２ 雨水出水浸水想定区域図 

 

上下水道課の意見により

追加 



■栗東市地域防災計画新旧対照表 
【資料編】 

 
36 

頁 修正前（令和 6年 12 月） 修正後（令和 7年 2月） 修正理由 

83 

 

２－６ 洪水浸水想定区域にある要配慮者利用施設一覧 

１ 野洲川下流 想定最大規模 

 

２－６ 洪水浸水想定区域にある要配慮者利用施設一覧 

１ 野洲川下流 想定最大規模 

 

 



■栗東市地域防災計画新旧対照表 
【資料編】 

 
37 

頁 修正前（令和 6年 12 月） 修正後（令和 7年 2月） 修正理由 

 

  

 



■栗東市地域防災計画新旧対照表 
【資料編】 
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頁 修正前（令和 6年 12 月） 修正後（令和 7年 2月） 修正理由 

  

 

 



■栗東市地域防災計画新旧対照表 
【資料編】 

 
39 

頁 修正前（令和 6年 12 月） 修正後（令和 7年 2月） 修正理由 

  

 

 



■栗東市地域防災計画新旧対照表 
【資料編】 

 
40 

頁 修正前（令和 6年 12 月） 修正後（令和 7年 2月） 修正理由 

  

 

 



■栗東市地域防災計画新旧対照表 
【資料編】 

 
41 

頁 修正前（令和 6年 12 月） 修正後（令和 7年 2月） 修正理由 

89 ３ 草津川 想定最大規模 

 

３ 草津川 想定最大規模 

 

実態に合わせ修正 



■栗東市地域防災計画新旧対照表 
【資料編】 

 
42 

頁 修正前（令和 6年 12 月） 修正後（令和 7年 2月） 修正理由 

 

 

 

 



■栗東市地域防災計画新旧対照表 
【資料編】 

 
43 

頁 修正前（令和 6年 12 月） 修正後（令和 7年 2月） 修正理由 

  

 

 



■栗東市地域防災計画新旧対照表 
【資料編】 

 
44 

頁 修正前（令和 6年 12 月） 修正後（令和 7年 2月） 修正理由 

93 ４ 地先の安全度マップ ２００年確率 

 

４ 地先の安全度マップ ２００年確率 

 

実態に合わせ修正 



■栗東市地域防災計画新旧対照表 
【資料編】 

 
45 

頁 修正前（令和 6年 12 月） 修正後（令和 7年 2月） 修正理由 

 

 

 

 



■栗東市地域防災計画新旧対照表 
【資料編】 

 
46 

頁 修正前（令和 6年 12 月） 修正後（令和 7年 2月） 修正理由 

  

 

 



■栗東市地域防災計画新旧対照表 
【資料編】 

 
47 

頁 修正前（令和 6年 12 月） 修正後（令和 7年 2月） 修正理由 

  

 

 



■栗東市地域防災計画新旧対照表 
【資料編】 

 
48 

頁 修正前（令和 6年 12 月） 修正後（令和 7年 2月） 修正理由 

  

 

 



■栗東市地域防災計画新旧対照表 
【資料編】 

 
49 

頁 修正前（令和 6年 12 月） 修正後（令和 7年 2月） 修正理由 

  

 

 

101 （新規） ２－９ 地区防災計画一覧 

番号 計画名称 地区名 防災会議認定日 

１ 治田学区地区防災計画 治田学区 令和７年２月２８日 

２ 治田東学区地区防災計画 治田東学区 令和７年２月２８日 

  

実態に合わせ修正 

103 ２－１０ 緊急避難場所指定方針および指定緊急避難場

所一覧 

２ 指定緊急避難場所一覧 
 

学区名 番号 名称 略 略 
災害種 

洪水害 略 略 

治田西 

21 治田西小学校 略 略 〇※ 略 略 

22 治田西幼稚園（幼児園） 略 略 〇※ 略 略 

23 治田西保育園（幼児園） 略 略 〇※ 略 略 

24 
コミュニティセンター治田

西 
略 略 〇※ 略 略 

25 治田西スポーツセンター 略 略 〇※ 略 略 

26 

栗東市ゆうあいの家（老人

福祉センター）・治田西児童

館 

略 略 〇※ 略 略 

２－１０ 緊急避難場所指定方針および指定緊急避難場

所一覧 

２ 指定緊急避難場所一覧 
 

学区名 番号 名称 略 略 
災害種 

洪水害 略 略 

治田西 

21 治田西小学校 略 略 〇※ 略 略 

22 治田西幼稚園（幼児園） 略 略 〇※ 略 略 

23 治田西保育園（幼児園） 略 略 ○ 略 略 

24 
コミュニティセンター治田

西 
略 略 〇※ 略 略 

25 治田西スポーツセンター 略 略 ○ 略 略 

26 

栗東市ゆうあいの家（老人

福祉センター）・治田西児童

館 

略 略 ○ 略 略 

地方創生企画課の意見に

より修正 



■栗東市地域防災計画新旧対照表 
【資料編】 

 
50 

頁 修正前（令和 6年 12 月） 修正後（令和 7年 2月） 修正理由 

129 ２－２２ 市が所有または管理する公共建築物一覧 

 

２－２２ 市が所有または管理する公共建築物一覧 実態に合わせ修正 



■栗東市地域防災計画新旧対照表 
【資料編】 

 
51 

頁 修正前（令和 6年 12 月） 修正後（令和 7年 2月） 修正理由 

 



■栗東市地域防災計画新旧対照表 
【資料編】 

 
52 

頁 修正前（令和 6年 12 月） 修正後（令和 7年 2月） 修正理由 

 

170 ２－２７ 災害時における応援協定等一覧 

２ 民間企業等との応援協定 
 締結の相手方 締結年月日 協定名称 締結内容 

・・・ 

  

２－２７ 災害時における応援協定等一覧 

２ 民間企業等との応援協定 
 締結の相手方 締結年月日 協定名称 締結内容 

・・・ 

39 

スギホールデ

ィングス株式

会社 

令和 6 年

12 月 18 日 

災害時における

物資調達に関す

る協定書 

災害時の物資

調達（調達可能

な物資の供給） 

40 

オーティーテ

ィーロジステ

ィックス株式

会社 

令和 6 年

12 月 18 日 

災害時における

一時避難場所と

しての使用に関

する協定 

災害時、施設等

を一時避難場

所として提供 

41 

エートス協同

組合 

令和 7 年 

1 月 24 日 

災害時等におけ

る車両の移動等

に関する協定書 

災害時、車両の

移動や保管 

  

実態に合わせ修正 

205 ２－４２ 防災拠点としての栗東健康運動公園活用計画 

（1）機 能 

略 災害時 

略 

 

 

 

 

【広域避難地】  

略 

 

・救援部隊の防災活動支援機能 、救援物資

の備蓄及び集配機能 

 

 

２－４２ 防災拠点としての栗東健康運動公園活用計画 

（1）機 能 

略 災害時 

略 

 

 

 

 

【広域避難地】  

・略 

・救援部隊の防災活動支援機能 、救援物資

の備蓄及び集配機能を担う。 

 

 

健康運動公園整備事業推

進課の意見により修正 
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（2）施 設 

栗東健康運動公園主要施設 略 

●駐車場 

 

●北側広場 

●中央広場 

●公園管理棟 

 

●にぎわい施設 

●屋内馬場・屋外馬場 

●他 

 

略 

 

（2）施 設 

栗東健康運動公園主要施設 略 

●駐車場 

 

●北側芝生広場 

●中央芝生広場 

●公園管理棟 

 

●にぎわい施設 

●屋内馬場・屋外馬場 

●他 

 

略 

 

206 （新規） ２－４３ 防災拠点としての草津川跡地（区間６）活用計画 

○災害時における活用計画 

災害時においては市民の生命、財産を守るための避難地、

避難路等として機能すると共に救援部隊(自衛隊等)の活

動拠点として活用できる機能が必要となる。そこで、本公

園の広場や建物などの施設は平常時の一般利用に加え、災

害時の活動拠点として必要となる機能を踏まえ、以下のよ

うに設定する。 

 

 

 

 

庁内会議の意見を反映 
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（1）機 能 

平常時 災害時 

【近隣公園】 

・散歩やランニング等の軽スポー

ツ、グランドゴルフ等のレクリエー

ションといった周辺住民等の健康

増進及び交流の場として活用 

・防災体験等、防災教育の場として

活用 

【広域避難地】  

・災害が発生した場合において、広

域的避難の用に 供する都市公園。

被害の状況や防災関連施設の配置

に応じて広域の防災活動拠点の役

割を担う。 

・救援部隊の防災活動支援機能、救

援物資の備蓄及び集配機能 

  
（2）施 設 

草津川跡地（区間６）主要施設 災害時における主な用途 

●駐車場・広場 

 

 

 

 

●その他 

・救援物資集積、仕分け及び配付場

等救援活動スペース 

・輸送車、緊急車両の駐車スペース 

・自衛隊等救援部隊の宿泊地 

・災害活動、情報発信の拠点 

 

・災害用トイレ（マンホールトイ

レ） 

 

(3) 関連施設 

・草津川河川防災ステーション 
・災害時に必要な機材及び資材を

備蓄 
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214 
 

 

業務継続計画との整合 １ 対策本部 

班名等 所属名 分掌事務 

本部長 市長 1.市災害対策本部の設置・廃止の決定 
2.避難情報の発令 
3.警戒区域の設定 
4.指定地方行政機関の職員の派遣要請 
5.指定行政機関または指定地方行政機関

の職員の派遣のあっせん要請 
6.他市町長への応援要請 
7.県知事に対しての応援要請 
8.自衛隊の災害派遣要請 
9.警察署長との連絡調整 
10.救助隊の招集および出動命令 

副本部長 副市長 
教育長 

○本部長を補佐し、副市長と教育長が副本
部長となる。 

副本部長は、それぞれ分担すべき分野を決
め、部から情報を収集・分析するほか、本
部長の指示を各部に伝達する。 

統括管理 危機管理局長 〇災害対応に関する各部長の統括・調整 

本部員 議会事務局長 
市長公室長 
政策推進部長 
総務部長 
市民部長 
健康福祉部長 
環境経済部長 
建設部長 
建設部技監 
こども家庭局長 
教育部長 
中消防署長 
消防団長 

○各部の災害対策応急活動を総括する責
任者であり、部（局）長が本部員となる。 
本部員は、各班長に業務を指示し、その遂
行にあたらせる。 

事務局長 危機管理課長 ○災害対策本部設置から廃止までの間、庁
内各班及び関係機関との連絡調整を行う。 

事務局 
 

事務局班 
（危機管理課職員） 

○災害対策本部会議室の準備 
○通信手段の確保 

総務班 
（部局内課長補佐級職員） 

○災害対策本部設置から廃止までの間、総
務班として庁内各班及び関係機関との連絡
調整を行う。 
 
○参集職員の宿泊場所および食料品の確
保 
○各部局の災害対策情報の整理 
○各部局への伝達 
〇自主避難所運営の補助 

情報班 〇電話対応 
〇会議の議事録の作成 
〇システム入力 

〇ホワイトボード等による情報の整理 
〇パソコン入力 
〇連絡調整（災害対策支部、防災関係機関

との情報交換および情報収集） 

対策支部 各学区対策支部 支部長 
○対策支部の責任者 
○対策支部の鍵の管理 
支部員 
○自治会からの情報収集 
○被災者の対応 
○情報の整理および伝達 
〇自主避難所運営 

 

１ 対策本部 

班名等 所属名 分掌事務 

本部長 市長 1.市災害対策本部の設置・廃止の決定 
2.避難情報の発令 
3.警戒区域の設定 

4.指定地方行政機関の職員の派遣要請 
5.指定行政機関または指定地方行政機関の
職員の派遣のあっせん要請 

6.他市町長への応援要請 
7.県知事に対しての応援要請 
8.自衛隊の災害派遣要請 
9.警察署長との連絡調整 
10.救助隊の招集および出動命令 

副本部長 副市長 
教育長 

○本部長を補佐し、副市長と教育長が副本
部長となる。 
副本部長は、それぞれ分担すべき分野を決

め、部から情報を収集・分析するほか、本
部長の指示を各部に伝達する。 

統括管理 危機管理局長 〇災害対応に関する各部長の統括・調整 

本部員 議会事務局長 
市長公室長 
政策推進部長 
総務部長 
市民部長 
健康福祉部長 
環境経済部長 
建設部長 

建設部技監 
こども家庭局長 
教育部長 

中消防署長 
消防団長 

○各部の災害対策応急活動を総括する責任
者であり、部（局）長が本部員となる。 
本部員は、各班長に業務を指示し、その遂
行にあたらせる。 

事務局長 危機管理課長 ○災害対策本部設置から廃止までの間、庁

内各班及び関係機関との連絡調整を行う。 

事務局 
 

事務局班 
（危機管理課職員） 

○災害対策本部会議室の準備 
○通信手段の確保 

総務班 
（部局内課長補佐級職員） 

○災害対策本部設置から廃止までの間、総
務班として庁内各班及び関係機関との連絡
調整を行う。 
○各部局への伝達 
○参集職員の宿泊場所および食料品の確保 
○各部局の災害対策情報の整理 

情報班 〇災害対策支部、防災関係機関との情報交
換および情報収集 
〇情報の整理及び伝達 

対策支部 各学区対策支部 支部長 
○対策支部の責任者 
○対策支部の鍵の管理 
支部員 
○自治会からの情報収集 
○被災者の対応 
○情報の整理および伝達 
○備蓄食糧及び物資の調達および配布 
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２ 各部 

部 班 任務分担 

議会事務局 
（議会事務局長） 

議会班 
（議事課長） 

1.災害に伴う議会運営に関すること 
2.災害に伴う議員の行事に関すること 

危機管理局 
（危機管理局長） 
 

危機管理班 
（危機管理課長） 
 

1.栗東市防災会議に関すること 
2.災害対策本部事務局の連絡調整に関す

ること 
3.自衛隊の災害派遣要請に関すること 
4.防災配備の連絡調整に関すること 
5.栗東市消防団との連絡調整に関するこ

と 

市長公室 
（市長公室長） 

秘書広聴班 
（秘書広聴課長） 
健康運動公園整備事業推進班 
（健康運動公園整備事業推進課長） 
企業立地推進班 
（企業立地推進課長） 

1.関係機関への陳情要請に関すること 
2.災害対策県本部、地方本部等への連絡に

関すること 
3.視察見舞のための来庁者への接遇に関す

ること 
4.健康運動公園施設の災害対策及び実施

に関すること 

政策推進部 
（政策推進部長） 

広報班 
（広報課長） 
政策調整班 
（政策調整課長） 
地方創生企画班 
（地方創生企画課長） 

1.災害関係の広報活動に関すること 
2.報道機関との連絡に関すること 
3.市ホームページ等による情報発信に関す

ること 

情報政策班 
（情報政策課長） 

1.住民基本データベースの保守に関するこ
と 

2.情報システム、情報機器の運用管理に関
すること 

総務部 
（総務部長） 
 
会計課 
監査委員事務局 

総務班 
（総務課長） 
人事班 
（人事課長） 

1.職員の動員、派遣に関すること 
2.災害関係文書の受付配付および発送に

関すること 
3.災害に伴う罹災地区の行政指導に関す

ること 
4.職員の給与及び給食に関すること 

財政班 
（財政課長） 

1.災害関係予算に関すること 
2.市有財産の災害対策に関すること 
3.庁舎施設の使用管理ならびに災害対策

に関すること 
4.災害時の車両等の確保および配車に関

すること 

会計班 
（会計課長） 
監査委員事務局班 
（監査委員事務局長） 

1.寄付金の受理に関すること 
2.災害関係経費の支出に関すること 
3.庁用資材備品等の用度調達に関するこ

と 

 

２ 各部 
部 班 任務分担 

議会事務局 
（議会事務局長） 

議会班 
（議事課長） 

1.災害に伴う議会運営（正副議長との調整、
議場の管理、取締り）に関すること 

2.災害に伴う議員の行事に関すること 
3.議会災害対応連絡会議の設置に関するこ
と 

4.議会事務局への来客の避難誘導、被災者
の救出・支援に関すること 

5.職員及び議員の安否確認に関すること 
6.議会事務局の被災状況の確認と執務場所
の確保に関すること 

7.議会事務局の電話・パソコンなどの情報
端末機器の稼働の確認に関すること 

8.電気・水道などのインフラの確認に関す
ること 

9.議場・委員会室などの建物の被災状況の
確認と会議場所の確保に関すること 

10.議場・委員会室の放送設備の確認に関す
ること 

11.市の災害対策本部等との連絡体制の確
保に関すること 

12.災害関係情報の収集・整理、議員への発
信に関すること 

危機管理局 
（危機管理局長） 

危機管理班 
（危機管理課長） 

1.災害対策本部事務局の連絡調整に関する
こと 

2.防災配備の連絡調整に関すること 
3.栗東市消防団との連絡調整に関すること 
4.自衛隊の災害派遣要請に関すること 
5.関係機関への要請（人員・物資関係）県・
他市・他団体に関すること 

6.関係機関への依頼・要請（建設工業会等
各協定業者へ）に関すること 

市長公室 
（市長公室長） 

秘書広聴班 
（秘書広聴課長） 

1.視察見舞のための来庁者への応対に関す
ること 

健康運動公園整備事業推進班 
（健康運動公園整備事業推進課長） 

1.災害対策県本部、地方本部等への連絡に
関すること 

2.関係機関への対策に関すること 
3.視察見舞のための来庁者への接遇に関す
ること 

4.健康運動公園施設の被害調査およびその
対策に関すること 

企業立地推進班 
（企業立地推進課長） 

1.他班実施事項の応援に関すること 

政策推進部 
（政策推進部長） 

広報班 
（広報課長） 

1.災害関係の広報活動に関すること 
2.報道機関との連絡調整に関すること 
3.市ホームページ・ＳＮＳ等による情報発
信に関すること 

政策調整班 
（政策調整課長） 

1.指定管理者制度（※災害対応）に関する
こと 

地方創生企画班 
（地方創生企画課長） 

1.災害関係の広報活動に関すること 
2.報道機関との連絡に関すること 
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市民部 
（市民部長） 

自治振興班 
（自治振興課長） 

1.ボランティア関係団体との連絡調整に関
すること 

2.ボランティアの受入れに関すること 

3.備蓄食糧及び物資の調達及び配布に関
すること 

4.対策支部に関すること 

5.管轄する市立建築物の災害予防に関す
ること 

6.管轄する市立建築物の被害調査に関す
ること 

税務班 
（税務課長） 

1.家屋等の被害状況調査に関すること 
2.災害に伴う市税減免等の対策に関する

こと 

人権擁護班 
（人権擁護課長） 
ひだまりの家班 
（ひだまりの家所長） 

1.ひだまりの家施設の災害対策及び実施
に関すること 

総合窓口班 
（総合窓口課長） 

1.転出入の取扱いに関すること 
2.死体の埋火葬に関すること 
3.安否情報の収集・提供、被災者台帳の作

成及び罹災証明の発行に関すること 
4.被災者からの問い合わせ、相談、要望に

関すること 

健康福祉部 
（健康福祉部長） 
 

社会福祉班 
（社会福祉課長） 
障がい福祉班 
（障がい福祉課長） 
長寿福祉班 

（長寿福祉課長） 
保険年金班 
（保険年金課長） 
健康増進班 
（健康増進課長） 

1.福祉施設の災害対策および応急措置に
関すること 

2.避難所に関すること 
3.死体の収容および埋火葬に関すること 
4.被災者に対する生活保護に関すること 

5.被災者に対する各種給付金の支払に関
すること 

6.災害時避難行動要支援者の災害対策に
関すること 

7.日本赤十字社その他福祉関係団体との
連絡調整に関すること 

8.管轄する市立建築物の災害予防に関す
ること 

9.管轄する市立建築物の被害調査に関す
ること 

10.救助物資の配分計画および配分実施
に関すること 

11.被災者に対する応急措置に関する計
画および実施に関すること 

12.災害防疫対策の計画および実施に関
すること 

13.医療施設の災害対策に関すること 
14.医療助産に関すること 
15.保健所との連絡に関すること 
16.災害時における公衆衛生指導に関す

ること 

 

 
 情報政策班 

（情報政策課長） 
1.住民基本データベースの保守に関するこ
と 
2.個人番号利用事務（基幹）系情報システ
ムの運用管理及び調整に関すること 

3.庁内ネットワーク、地域イントラネット
の運用管理に関すること 

4.ＬＧＷＡＮとの接続及び運用管理に関す
ること 

5.ＬＧＷＡＮ接続系・インターネット接続
系情報システムの運用管理及び調整に関
すること 

6.ＬＧＷＡＮ接続系・インターネット接続
系システムの電算処理及び連絡調整に関
すること 

7.個人番号利用事務（基幹）系情報システ
ムの端末・プリンタ等の管理に関するこ
と 

8.ＬＧＷＡＮ接続系・インターネット接続
系情報システムの端末・プリンタ等の管
理に関すること 

9.情報セキュリティに関すること 
総務部 
（総務部長） 
会計課 
監査委員事務局 

総務班 
（総務課長） 

1.他班実施事項の応援に関すること 

人事班 
（人事課長） 

1.職員の動員、派遣に関すること 
2.災害関係文書の受付配付および発送に関
すること 

3.職員の給食に関すること 
4.災害に伴うり災地区の行政指導に関する
こと 

財政班 
（財政課長） 

1.災害時の車両等の確保および配車に関す
ること 
2.庁舎施設の使用管理ならびに災害対策に
関すること 

3.市有財産の災害対策に関すること 
4.災害関係予算に関すること 
5.入札及び契約に関すること 

会計班 
（会計課長） 

1.寄付金の受理に関すること 
2.庁用資材備品等の用度調達に関すること 
3.災害関係経費の支出に関すること 

監査委員事務局班 
（監査委員事務局
長） 

1.寄付金の受理に関すること 
2.庁用資材備品等の用度調達に関すること 
3.災害関係経費の支出に関すること 

市民部 
（市民部長） 

自治振興班 
（自治振興課長） 

1.ボランティア関係団体との連絡調整に関
すること 
2.ボランティアの受入れに関すること 
3.管轄する市立建築物の災害予防（二次災
害の予防）に関すること 
4.管轄する市立建築物の被害調査に関する
こと 

税務班 
（税務課長） 

1.家屋等の災害状況調査に関すること 
2.災害に伴う市税減免等の対策に関するこ
と 

人権擁護班 
（人権擁護課長） 

1.ひだまりの家施設の災害対策及び実施に
関すること 

ひだまりの家班 
（ひだまりの家所長） 

1.ひだまりの家施設の災害対策及び実施に
関すること 

 



■栗東市地域防災計画新旧対照表 
【資料編】 

 
58 

頁 修正前（令和 6年 12 月） 修正後（令和 7年 2月） 修正理由 

 

 

 

  
環境経済部 
（環境経済部長） 

 
農業委員会事務局 

環境政策班 
（環境政策課長） 

環境施設整備班 
（環境施設整備課長） 
環境センター班 
（環境センター所長） 

1.災害廃棄物処理計画に関すること 
2.災害時における環境衛生に関すること 

3.仮設便所の設置等に関すること 
4.汚染物質の流出防止に関すること 
5.災害廃棄物の処理等に関すること 
6.清掃に関すること 

7.危険動物の災害逸走に関すること 

農林班 
（農林課長）  

1.農林業関係災害の応急措置および災害
対策に関すること 

2.農地、農業用施設等の災害対策に関する

こと 
3.林業施設の災害対策に関すること 
4.農林業関係団体との連絡調整に関する
こと 

5.災害時における農作物病害虫防除に関

すること 
6.災害応急用木材、薪炭等林産物の需給調
整ならびに救援資材の受入保管ならびに
配分に関すること 

7.農作物、林産物の災害対策に関すること 
8.農業用水利施設の災害対策に関するこ

と 
9.防災重点ため池（特定農業用ため池）の
災害対策に関すること 

商工観光労政班 
（商工観光労政課長） 

1.商工業関係者の被害の状況把握に関す
ること 

2.事業所及び商工業関係団体の災害対策
に関すること 

3.経済及び商工団体との連絡調整に関す

ること 

農業委員会事務局班 
（農業委員会事務局長） 

1.災害に伴う農業委員会運営に関するこ
と 

建設部 
（建設部長） 

（建設部技監） 

都市計画班 
（都市計画課長） 

土木交通班 
（土木交通課長） 
道路・河川班 
（道路・河川課長） 
 

1.水防の全般的な企画、実施に関すること 
2.道路河川等土木関係災害の応急措置お

よび復旧処置など災害対策に関すること 
3.災害対策用の工事資材の調達管理に関
すること 

4.土木関係被害状況の調査に関すること 
5.道路の除雪対策に関すること 
6.応急対策実施のための用地借入および

補償に関すること 
7.急傾斜地の災害対策に関すること 
8.土石流危険渓流地の災害対策に関する
こと 

9.道路・河川に影響を及ぼすがけくずれ災
害対策に関すること 

10.葉山川・金勝川等の応急措置など災害
対策に関すること 

11.管轄する市立建築物および施設の災害

予防に関すること 
12.管轄する市立建築物および施設の被害
調査に関すること 

13.国・県河川の調整に関すること 
14.交通不能個所の調査およびその対策に
関すること 

15.道路交通事情の把握と関係機関との連
絡調整および対策に関すること 

 

 

 

総合窓口班 
（総合窓口課長） 

1.死体の埋火葬許可に関すること 
2.安否情報の収集・提供に関すること 
3.転出入の取扱いに関すること 
4.被災者からの問い合わせ、相談、要望に
関すること 
5.り災台帳の作成及びり災証明の発行に関
すること 

健康福祉部 
（健康福祉部長） 
 

社会福祉班 
（社会福祉課長） 

1.避難所開設に向けた準備に関すること 
2.避難所の運営に関すること 
3.災害時避難行動要支援者の災害対策に関
すること 
4.日本赤十字社その他福祉関係団体との連
絡調整に関すること 
5.福祉避難所の開設に関する協議（社会福
祉協議会との調整）に関すること 
6.死体の収容および埋火葬に関すること 
7.避難所での支援物資の受入、配布に関す
ること 
8.日本赤十字社義援金の受入に関すること 
9.被災者に対する生活保護に関すること 
10.被災者に対する各種給付金の支払に関
すること 

障がい福祉班 
（障がい福祉課長） 

1.避難所の運営に関すること 
2.福祉避難所の開設に関する協議（社会福
祉協議会との調整）に関すること 
3.管轄する市立建築物の被害調査に関する
こと 
4.死体の収容および埋火葬に関すること 
5.管轄する市立建築物の二次災害の予防対
策に関すること 
6.避難所での支援物資の受入、配布に関す
ること 

長寿福祉班 
（長寿福祉課長） 

1.避難所の運営に関すること 
2.福祉避難所の開設に関する協議（社会福
祉協議会との調整）に関すること 
3.管轄する市立建築物の被害調査に関する
こと 
4.介護保険サービス事業所の被害状況の調
査報告に関すること 
5.居宅介護支援事業所の被害状況の調査報
告に関すること 
6.死体の収容および埋火葬に関すること 
7.管轄する市立建築物の二次災害の予防対
策に関すること 
8.避難所での支援物資の受入、配布に関す
ること 
9.地域包括支援センターとの連絡調整（BCP
に沿った行動指示）に関すること 

保険年金班 
（保険年金課長） 

1.避難所の運営に関すること 
2.福祉避難所の開設に関する協議（社会福
祉協議会との調整）に関すること 
3.死体の収容および埋火葬に関すること 
4.避難所での支援物資の受入、配布に関す
ること 
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 住宅班 

（住宅課長） 
1.応急仮設住宅の設置及び応急修理に関
すること 

2.応急仮設住宅の入居者の決定に関する
こと 

3.倒壊家屋対策に関すること 
4.ガレキの処理に関すること 
5.被災宅地危険度判定に関すること 
6.市営住宅の災害対策に関すること 
7.宅地造成地の災害対策に関すること 

上下水道事業所 
（上下水道事業所長） 

 

上下水道班 
（上下水道課長） 

1.下水道施設の応急横断及び復旧措置に
関すること 

2.水道施設災害の応急措置および復旧措
置に関すること 

3.飲料水の供給ならびに確保に関すること 
4.上下水道施設に係る関係機関との調整
に関すること 

こども家庭局 幼児班 
（幼児課長） 
（幼児課参事） 
子育て支援班 
（子育て支援課長） 
発達支援班 
（発達支援課長） 
こども家庭センター班 
（こども家庭センター所長） 

1.園の災害対策及び応急措置に関するこ
と 

2.園児に対する災害対策および実施に関
すること 

3.被災園児に対する保育に関すること 
4.被災園児の必要用品に関すること 
5.児童館の災害対策及び応急措置に関す
ること 

6.応急学童保育の実施 
7.管轄する市立建築物の災害予防に関す
ること 

8.管轄する市立建築物の被害調査に関す
ること 

教育委員会 
（教育部長） 

教育総務班 
（教育総務課長） 
 

1.災害時における教育行政の総合調整に
関すること 

2.教育施設の災害対策および実施に関す
ること 

3.教育委員会職員に関すること 
4.学校教育財産（市内県施設も含む）を避
難所に開放することに関すること 

5.教育関係、義援金品の受領、保管、配分
に関すること 

6.管轄する市立建築物の災害予防に関す
ること 

7.管轄する市立建築物の被害調査に関す
ること 

学校給食共同調理場班 
（学校給食共同調理場長） 

1.学校給食共同調理場の災害対策および
実施に関すること 

2.学校給食施設での炊出しに関すること 

学校教育班 
（学校教育課長） 

1.教職員の災害対策のための動員派遣に
関すること 

2.園児・児童生徒に対する災害対策および
実施に関すること 

3.被災児童生徒に対する教育に関するこ
と 

4.被災児童生徒の学用品に関すること 
5.災害時における学校その他教育の環境
衛生に関すること 

 

 
 健康増進班 

（健康増進課長） 
1.避難所の運営に関すること 
2.感染症の発生と流行の防止に関すること 
3.保健所との連絡（医療に関する情報、感
染症対策に関すること）に関すること 
4.管轄する市立建築物の被害調査に関する
こと 
5.医療機関の被災状況の調査・情報収集に
関すること 
6.医療・助産の情報収集と調整に関するこ
と 
7.避難生活における保健指導に関すること 
8.管轄する市立建築物の二次災害の予防対
策に関すること 

環境経済部 
（環境経済部長） 
農業委員会事務局 

環境政策班 
（環境政策課長） 

1.災害廃棄物処理実行計画の策定等に関す
ること 
2.被災状況の把握に関すること 
3.仮設便所の設置・し尿処理等に関するこ
と 
4.生活ごみ等一般廃棄物処理に関すること 
5.がれき等災害廃棄物処理に関すること 
6.危険動物の災害逸走に関すること 
7.汚染物質の流出防止に関すること 

環境施設整備班 
（環境施設整備課長） 

1.被害状況の把握（ごみ処理施設・最終処
分場）に関すること 
2.生活ごみ等一般廃棄物処理に関すること 
3.一般廃棄物の区域外処理に関すること 

農林班 
（農林課長） 

1.被害状況把握（農林業施設）に関するこ
と 
2.防災重点ため池（特定農業用ため池）の
状況把握及び災害対策に関すること 
3.農林業関係団体との連絡調整に関するこ
と 
4.農林業関係災害の応急措置および災害対
策に関すること 
5.災害応急用木材、薪炭等林産物の需給調
整ならびに救援資材の受入保管ならびに配
分に関すること 
6.災害時における農作物病害虫防除に関す
ること 

商工観光労政班 
（商工観光労政課長） 

1.所管施設の被害状況把握及び保全に関す
ること 
2.観光案内所の連絡調整に関すること 
3.市内に滞在する来訪者（観光客）への対
応に関すること 
4.経済団体及び商工業事業者の被害調査に
関すること 
5.観光施設の被害調査に関すること 
6.中小企業の経営相談に関すること 
7.中小企業の金融相談及び融資に関するこ
と 

農業委員会事務局班 
（農業委員会事務局長） 

1.災害に伴う農業委員会運営の応急対応に
関すること 
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生涯学習班 
（生涯学習課長） 
スポーツ・文化振興班 

（スポーツ・文化振興課長） 
国スポ・障スポ推進班 
（国スポ・障スポ推進課長） 
図書館班 
（図書館長） 

1.社会教育施設の災害対策に関すること 
2.災害活動に協力する青年団体、女性団
体、社会教育団体等の連絡調整に関する

こと 
3.青少年教育施設の災害対策に関するこ
と 

4.文化財の災害対策に関すること 

災害活動部 

（中消防署長） 

消防班 

（中消防署長） 

1.気象情報、雨量水位情報の収集及び記録 

2.各種警報発令に関すること 
3.現場防災活動整備に関すること 
4.救助活動に関すること  

5.栗東市自衛消防連絡協議会との調整に
関すること 

 

 
建設部 
（建設部長） 
（建設部技監） 

都市計画班 
（都市計画課長） 

1.都市公園施設等の被害調査およびその対
策に関すること 

土木交通班 
（土木交通課長） 

1.土木関係被害状況の調査に関すること 
2.交通不能個所の調査およびその対策に関
すること 

3.道路交通事情の把握と関係機関との連絡
調整および対策に関すること 

4.管轄する市立建築物の被害調査に関する
こと 

5.国・県管理の道路・河川の調整に関する
こと 

6.道路河川等土木関係災害の応急措置およ
び復旧処置など災害対策に関すること 

7.災害対策用の工事資材の調達管理に関す
ること 

8.応急対策実施のための用地借入および補
償に関すること 

9.急傾斜地の災害対策に関すること 
10.管轄する市立建築物の災害予防（二次災
害の予防）に関すること 

道路・河川班 
（道路・河川課長） 

1.土木関係被害状況の調査に関すること 
2.交通不能個所の調査およびその対策に関
すること 

3.道路交通事情の把握と関係機関との連絡
調整および対策に関すること 

4.国・県管理の道路・河川の調整に関する
こと 

5.道路河川等土木関係災害の応急措置およ
び復旧処置など災害対策に関すること 

6.災害対策用の工事資材の調達管理に関す
ること 

7.応急対策実施のための用地借入および補
償に関すること 

住宅班 
（住宅課長） 

1.市営住宅の災害対策（応急措置・復旧措
置を含む）に関すること 
2.被災建築物応急危険度判定に関すること 
3.被災宅地危険度判定に関すること 
4.応急仮設住宅の設置及び応急修理に関す
ること 
5.応急仮設住宅の入居者の決定に関するこ
と 
6.宅地造成地の復旧指導に関すること 

上下水道事業所 
（上下水道事業所長） 
 

上下水道班 
（上下水道課長） 

1.応急給水活動に関すること 
2.上下水道施設の緊急点検調査に関するこ
と 
3.上下水道施設に係る関係機関との連絡調
整・支援要請に関すること 
4.上水道水源地の緊急措置に関すること 
5.上水道水源地の応急復旧に関すること 
6.上下水道施設（水源地以外）の緊急措置
に関すること 
7.上下水道施設（水源地以外）の一次調査
に関すること 
8.上下水道施設（水源地以外）の応急復旧
に関すること 
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267 ３－２３ 医薬品調達先 

市内薬局          平成 25年 11 月 1日現在 

業者名 所在地 電話 

アルカスーパードラッグ

栗東店 

安養寺 2-5-2 552－8705 

スズキ薬局栗東店 安養寺 1－1-

20 

553－8122 

 

３－２３ 医薬品調達先 

市内薬局          令和 6年 11 月 1日現在 

業者名 所在地 電話 

(削除) (削除) (削除) 

スズキ薬局栗東店 安養寺 1－1-

20 

553－8122 

 

地方創生企画課の意見に

より修正 

306 ４－１ 被害家屋調査実施概要 

市本部は、被災した建築物について、罹災証明の発行と

連携した被害家屋調査を実施する。 

４－１ 被害家屋調査実施概要 

市は、被災した建築物について、罹災証明の発行と連携

した被害家屋調査を実施する。 

税務課の意見により修正 
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頁 修正前（令和 6年 12 月） 修正後（令和 7年 2月） 修正理由 

１ 第１次被害家屋調査 

 略 

（３）判定基準 

市本部は、罹災証明を発行するにあたって、内閣府政策

統括官（防災担当）通知「災害の被害認定基準について（平

成 13年６月 28日府政防第 518 号 警察庁警備局長、消防

庁次長、中小企業庁次長、国土交通省住宅局長宛）」に基づ

き、１棟全体で、部位別に、表面的な状況をもとに、家屋

被害の判定を被害家屋損害割合判定表により行う。 

（４）その他 

市本部は、被災者台帳を作成する。また罹災証明に関す

る必要事項を広報する。  

１ 第１次被害家屋調査 

 略 

（３）判定基準 

市は、罹災証明を発行するにあたって、内閣府政策統括

官（防災担当）通知「災害の被害認定基準について（平成

13 年６月 28 日府政防第 518 号 警察庁警備局長、消防庁

次長、中小企業庁次長、国土交通省住宅局長宛）」に基づき、

１棟全体で、部位別に、表面的な状況をもとに、家屋被害

の判定を被害家屋損害割合判定表により行う。 

（４）その他 

市は、被災者台帳を作成する。また罹災証明に関する

必要事項を広報する。  

307 ４－２ 罹災証明書様式 

略 

（新規） 

４－２ 罹災証明書様式 

略 

 

税務課の意見により追加 

 


